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令和4年千葉市教育委員会会議第8回定例会
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議案第33号

令和4年度補正予算について（9月補正）

令和4年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に申し出

るものとする。

令和4年8月30 日提出

千葉市教育委員会教育長 磯 美和野
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令和4年度補正予算について(9月補正）
(中等教育学校整備【債務負担行為変更】）

教育総務部学校施設課

1補正理由 ご

稲毛国際中等教育学校の大規模改造工事に伴う仮設校舎賃借料について、昨今の国際情勢、

新型コロナウイルス感染症の影響による物流の停滞、人件費上昇などにより建築経費が急激

に高騰している。

また、令和4年度実施の土質調査委託の結果、想定より地盤の強度不足が明らかとなった

ことにより、 3階建1棟から2階建3棟へ建築方法を変更するため、経費の追加が生じた。

以上の理由から、債務負担行為限度額の変更の補正を行う｡

2補正予算額【債務負担行為変更】 （253， 000）千円

（令和5年度支出予定額63,000千円､令和6年度支出予定額190,000千円）

司

補正予算の内容

(1)影響額について

建築方法の見直し分

建築経費の高騰分

3

147,000千円

106，000千円
ゴ

(2)債務負担行為限度額の変更について

中等教育学校仮設校舎賃借料における債務負担行為限度額の変更

【補正前】債務負担行為限度額 600,000千円

（令和5年度支出予定額150,000千円､令和6年度支出予定額450,000千円）
《

ロ

【補正後】債務負担行為限度額 853,000千円

（令和5年度支出予定額213,000千円､令和6年度支出予定額640,000千円）
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令和4年度補正予算について（9月補正）
（放課後児童支援員等処遇改善事業）

生涯学習部生涯学習振興課

1 補正理由

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(R3. ll.19閣議決定） 」を受け、令和4年
2月から令和4年9月を対象期間として、アフタースクールに勤務する職員の処遇改善を図る
ため、処遇改善臨時特例交付金による助成を行ってきたところであるが、令和4年10月以降
も賃金改善を継続するため、所要の経費を計上する。

P

2補正予算額 9，000千円
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3補正予算の内容

（1）事業内容

アフタースクール運営事業者に対し、アフタースクールに勤務する職員の賃金を月3%程
度（月額9,000円）改善するために必要な費用を補助する。
なお、アフタースクールは放課後児童クラブの対象とならない児童も含めて居場所を提

供しているが、国の制度における補助対象は放課後児童クラブのみであるため、全利用児
童に占める放課後児童クラブ対象児童の割合（86.9%）を乗じた額を補助する。

【補助額】

11,000円※Ⅱ ×対象者数※2 ×放課後児童クラブ対象児童の割合(86.9%)

×事業実施月数

※1 賃金改善額9,000円十法定福利費事業主負担分2,000円= 11,000円

※2非常勤職員については、常勤換算後の人数
■

（2）対象期間 令和4年10月～令和5年3月
｡

（3）対象施設 アフタースク.－ル24か所

（4）対象職員 アフタースクールに勤務する職員
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議案説明

令和4年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、千葉市

教育委員会組織規則第8条第6号の規定に基づき、議決を求めるもの

であります。
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議案第34号

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部改正について

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を制定する

よう市長に申し出るものとする。

令和4年8月30日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例

（千葉市職員の定年等に関する条例の一部改正）

第1条千葉市職員の定年等に関する条例（昭和59年千葉市条例第4

号）の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第1章総則（第1条）

第2章定年制度（第2条一第5条）

第3章管理監督職勤務上限年齢制（第6条一第11条）

第4章定年前再任用短時間勤務制（第12条）

第5章雑則（第13条）

附則

第1章総則

第1条中「）第28条の2第1項及び第2項並びに第28条の3」

を「・以下「法」 という。 ）第22条の4第1項及び第2項、第28

条の2、第28条の5，第28条の6第1項から第3項まで並びに第

28条の7」に改め、同条の次に次の章名を付する。

第2章定年制度

第3条中「60年」を「65年」に改め、ただし書を削る。

第4条第1項中「次の各号の一に該当する」を「次に掲げる事由が

ある」に、 「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」

に、 「その職員を当該職務」を「当該職員を当該定年退職日において

従事している職務」に、 「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同

項に次のただし書を加える。
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1

ただし、第9条の規定により異動期間（同条第1項に規定する異

動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。 ） （同条第1項

又は第2項の規定により延長された異動期間を含む。 ）を延長した

職員であって、定年退職日において管理監督職（第6条に規定する

職をいう。以下この条及び次章において同じ。 ）を占めている職員
については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を

延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員

会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占め

ている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を

超えることができない。

第4条第1項第1号中「その」を「当該」に改め、 「により」の次

に「生ずる欠員を容易に補充することができず」を加え、 「とき」を

「こと」に改め、同項第2号中「その」を「当該」に、 「による」を

「により生ずる」に、 「できないとき」を「できず公務の運営に著し

い支障が生ずること」に改め、同項第3号中「勤務」を「職務」に、

「その」を「当該」に、 「とき」を「こと」に改め、同条第2項中

「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、 「存する」を「ある」

に改め、 「得て、 」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加

え、 「その」を「当該」に改め、 「定年退職日」の次に「 （同項ただ

し書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に

係る異動期間の末日） 」を加え、同条第3項中「引き続いて」を「引

き続き」に改め、同条第4項中「任命権者は」の次に「、第1項の規

定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により

期限が延長された職員について」を加え、 「第1項の事由が存しなく

なった」を「第1項各号に掲げる事由がなくなった」に、 「その期限

を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上げるも

のとする」に改める。

本則に次の3章を加える。

第3章管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第6条法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、千葉市
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職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号）第19

条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職員の職（医師及び歯

科医師が占める職を除く。 ） とする。

（管理監督職勤務上限年齢）

第7条法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、

年齢60年とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第8条任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降

任等（以下この章において「他の職への降任等」 という。 ）を行う

に当たっては、法第13条、第15条、第23条の3，第27条第

1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を順守しな

ければならない。

（1） 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基

づき、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。 ） （以下この条及

び第10条において「降任等」 という。 ）をしようとする職の属

する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5

号に規定する標準職務遂行能力（次条第3項において「標準職務

遂行能力」 という。 ）及び当該降任等をしようとする職について

の適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

（2）人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職

又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督

職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等を

すること。

（3） 当該職員の他の職への降任等をする際に、 当該職員が占めてい

た管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属

する管理監督職を占める職員（以下この号において「上位職職員」

という。 ）の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる

基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと

認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

ｰ
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（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の

制限の特例）

第9条任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める

職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、 当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督

職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月

1日までの問をいう。以下この章において同じ。 ）の末日の翌日か

ら起算して1年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある

職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの

期間内。第3項において同じ。 ）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤

務をさせることができる。

（1）当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものである

ため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補

充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること｡｡

（2）当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、

当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

（3）当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害と

なる特別な事情があるため、当該職員の他の職への降任等により

公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。 ）が延長された管理監督職を占め

る職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めると

きは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の

翌日から起算しで1年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日

がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から

定年退職日までの期間内。第4項において同じ。 ）で延長された当

該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される

当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期

間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
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3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができ

る場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務

の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、 これらの欠員

を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情が

ある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。

以下この項において同じ。 ）に属する管理監督職を占める職員につ

いて、 当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の

段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職につ

いての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理

監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。 ）の数が当該管理監督職

の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等

により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず

業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、 当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超え

ない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占

めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該

職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職

に降任し、若しくは転任することができる。

4任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間（これ

らの規定により延長された期間を含む。 ）が延長された管理監督職

を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき （第

2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することがで

きるときを除く。 ） 、又は前項若しくはこの項の規定により異動期

間（前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。 ）が延

長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引

き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された

当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延

長された当該異動期間を更に延長することができる。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第10条任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及

び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、

』
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あらかじめ職員の同意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第11条任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合

において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事

由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

第4章定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第12条任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に

任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員が退職する場合を除く。 ）をした者（以下この条及び

次条において「年齢60年以上退職者」 という。 ）を、従前の勤務

実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短

時間勤務の職（当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時

間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間

である職をいう。以下この条において同じ。 ）に採用することがで

きる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする

短時間勤務の職に係る定年退職日相当日 （短時間勤務の職を占める

職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同

種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。 ）

を経過した者であるときは、 この限りでない。

第5章雑則

（雑則）

第13条この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定

める。

附則に次の3項を加える。

（定年に関する経過措置）

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの問における第

3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に

応じ、同条中「65年」 とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

ろ

望
３､
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4 前項の規定は、医師及び歯科医師には適用しない。 （情報の提

供及び勤務の意思の確認）

51任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の
法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに医師及

び歯科医師を除く。以下この項において同じ。 ） ．が年齢60年に達

する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度」 という。 ） （情報の提供及び

勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報

の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された

職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日

経過職員」 という。 ）を除く。 ）にあっては、当該職員が採用され

た日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっ

ては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日で

ある場合は、当該年度の前年度） ）において、当該職員に対し、当

該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関

する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす

る。

別表を削る。

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）

2条千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36第2条千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36

P

一

『』

毎
』

号）の一部を次のように改正する。

第5条第5項、第7項及び第8項中「その者」を「当該職員」に改

め、同条第12項中「第28条の4第1項、第28条の5第1項又は

第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」に、

11

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年



オ

｝

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、 「その者に」

を「当該定年前再任用短時間勤務職員に」に、 「給料月額」を「基準

給料月額」に、 「その者の属する職務の級に応じた額」を「第2項の

規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じ

た額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年

前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額」に改める。

第5条の2中「及び第12項」を削る。

、第5条の－3を次のように改める。

第5条の3 削除

第5条の4第1項及び第2項並びに第5条の5中「その者」を「当

該特定任期付職員」に改める。

第12条第1項第1号中》 「以下」の次に「この項から第3項までに

おいて」を加え、同項第2号中「以下」の次に「この条において」を

加え、同条第2填第’号中「その者」を「当該職員」に改め、 「相当
する額（以下」の次に「この号及び次号において」 ・を、 「得た額（以

下」の次に「この号及び第3号において」を加え、同項第2号中「再

任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同

項第3号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第3項中「交通機

関等（以下」を「交通機関等（第1号及び次項において」に、 「以下

この項」を「第1号及び次項」に改め、同項第1号中「その者」を

「当該職員」に改め、 「以下」の次に「この号において」を加える。

第15条第1項中「場合は」を「場合には」に、 「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第3項及び

第4項中「場合は」を「場合には」に改める。

第19条中「合計額育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職

員」を「合計額（育児短時間勤務職員等」に、 「という。 ）又は再任

用短時間勤務」を「という。 ） 」に改め、 「当該合計額」の次に「、

定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第3項

の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間

を同項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤

雷
斗

C

堂
含

今

12



務時間で除して得た数に同条第1項に規定する勤務時間を乗じて得た

勤務時間により勤務したと仮定した場合に受けるべき当該合計額」を

加え、 「勤務時間条例第2条第1項」を「同項」に、 「再任用短時間

勤務職員にあっては、当該職員が育児短時間勤務又は再任用短時間勤

務をしなかったと仮定した場合の1週間当たりの勤務時間」を「又は

定年前再任用短時間勤務職員にあっては、 38時間45分」に改める。

第19条の4第2項中「第9条」を「第5条第3項から第11項ま

で、第9条」に、 「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

第20条第2項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第3項中

「再任用職員｣．を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第20条の2第3号及び第4号並びに第20条の3第1項第1号及

び第3項第1号中「禁鋼」を「禁鋼」に改める。

第20条の4第1項中「この条」を「この項から第3項まで」に、

「その者」を「当該職員」に改め、同条第2項第1号及び第2号中

「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第20条の5第2項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。

附則に次の11項を加える。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後に

おける最初の4月1日 （附則第21項において「特定日」 という。 ）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の

属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、 50円未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、 50円以上100円未満の端数が生じたときはこ

れを100円に切り上げるものとする。 ） とする。

18附則第12項の規定により読み替えて適用する附則第9項の規定

による給料を支給される職員又は附則第13項若しくは第14項の

規定による給料を支給される職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「応じた額」 とあるのは「応じた額と附則第12項の

規定により読み替えて適用する附則第9項の規定による給料又は附

巴

弓
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則第13項若しくは第14項の規定による給料との合計額」 とする。

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第17項又は第18項の規定

の適用については、附則第17項中「） とする」 とあるのは「）に、

勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時

間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする」 とし、前項中「合計額」 とする」 とあるのは

「合計額に、勤務時間条例第2条第2項の規定に,より定められたそ

の者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額」 とする」 とする。

20 附則第17項（附則第18項の規定により読み替えて適用する場

，合を含む。 ）の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

（1）臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び非常勤職員

（2）医師及び歯科医師

（3）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和59年千葉市条例第4

号。以下この号及び次号において「定年条例」 という。 ）第9条

第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項

に規定する異動期間（定年条例第9条第1項又は第2項の規定に

より延長された期間を含む。 ）を延長された定年条例第6条に規

定する管理監督職を占める職員

（4）定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職

員（定年条例第2条に規定する定年退職日において附則第17項

（附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）

の規定が適用されていた職員を除く。 ）

21 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等を

された職員であって、 当該他の職への降任等をされた日 （以下この

項及び附則第23項において「異動日」 という。 ）の前日から引き

続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17

項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において

「特定日給料月額」 という。 ）が異動日の前日に当該職員が受けて

いた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、 50円

巳

ヨ

弓
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未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 50円以上100円未

満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

以下この項において「基礎給料月額」 という。 ）に達しないことと

なる職員（規則で定める職員を除く。 ）には、当分の間、特定日以

後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、

基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として

支給する。

22前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号

給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、

同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」 とあるのは「当該職員の

属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける

給料月額」 とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第

17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項の規定によ

る給料を支給される職員を除く。 ）であって、同項の規定による給

料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところ

により、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考

慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められ

る職員には、 当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で

定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料とし

て支給する。

25 地方公務員法第27条第2項に規定する降給に係る条例で定める

事由は、附則第17項（附則第18項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。 ）の規定の適用を受ける場合とする。

26附則第17項（附則第18項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。以下この項において同じ。 ）の規定の適用を受ける職員

には、地方公務員法第49条第1項に規定する説明書を交付しない。

"~、
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この場合において、 当該職員には、別に定めるところにより、附則

第17項の規定の適用を受けることとなる旨の通知を行うものとす

る。

27附貝|｣第17項から第24項までに定めるもののほか、附則第17

項（附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）

の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則

第17項から第24項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

別表第1再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。

F

別表第2再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改め

る。

戸

弓

別表第3ア再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改

める。

、

16

定年前

再任用

短時間

勤務職

員

基準

給料

月額

円

178 ，

300

基準

給料

月額

円

204
,

900

基準

給料

月額

円

235
,

000

基準

給料

月額

円

266 ，

900

基準

給料

月額

円

281 ，

500

基準

給料

月額

円

299 ,

000

基準

給料

月額

円

357 ，

700

基準

給料

月額

円

402 ,

800

定年前再

任用短時

間勤務職

員

基準給

料月額

円

227，500

基準給

料月額

円

271， 100

基準給

料月額

円

298, 100

基準給

料月額

円

324,400

基準給

料月額

円

405，200

定年前再

任用短時

間勤務職

基準給

料月額

円

基準給

料月額

円

基準給

料月額

円

基準給

料月額

円



、
１
１

別表第3イ及びウ再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次の

ように改める。

｡

｡

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正）

第3条千葉市職員退職手当支給条例（昭和24年千葉市条例第5号）

の一部を次のように改正する。

第1条中「再任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の

6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。 」を「定年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第22条の4第1項の規定により採用された職員を

いう。 」に改める。

第2条第1項中「にあっては」を「には」に改め、 「含む。 」の次
一〆、

に「第8条第2項において「勤務日数」 という。 」を、 「18日」の

次に「 （1月間の日数（千葉市の休日を定める条例（平成元年条例第

1号）第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。 ）が20

日に満たない日数の場合にあっては、 18日から20日と当該日数と

の差に相当する日数を減じた日数。第8条第2項において「職員みな

し日数」 という。 ） 」を加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に

ついては、 この限りでない。

第4条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第

偽

言
』

17
入ノ

員 ' 295, 100 341,600 380，700

年
再
用
時
勤
職

定
前
任
短
間
務
員

基準給

料月額

円

178,300

基準給

料月額

円

204,900

基準給

料月額

円

235，000

基準給

料月額

円

248，800

基準給

料月額

円

266，900

基準給

料月額

円

281,200



1項」に、 「第28条の3第1項」を「第28条の7第1項」に改め

る。 ・

第5条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第

1項」に、 「第28条の3第1項」を「第28条の7第1項」に改め、

同条第2項中「 （前項」を「 （同項」に改める。

第5条の3中「15年」 ‐を「20年」に改める。

第6条の4第1項中「除く。以下」を「除く。第7条第4項におい

て」に改め、 「 （以下」の次に「この項及び第5項において」を加え

る。

第7条第5項第2号中「千葉市教育職員の退職年金及び退職一時金

に関する条例（昭和35年千葉市条例第6号）第2条第1項」を「千

葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和46年千葉市条

例第73号）第2条」に改める。

第7条の2の3第1項第1号中「15年」を「20年」に改める。

第8条第2項中「職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日 （法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しな

いこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。 ） 」を「勤務日数」

に、 「18日」を「職員みなし日数」に改め、同条第4項中「、当該

退職」を「当該退職」に、 「」 とする」を「」 とし、 当該退職の日後

に事業（その実施期間が30日未満のものその他市長が別に定めるも

のを除く。 ）を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が別

に定める職員が別に定めるところにより、市長にその旨を申し出たと

きは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が4年から第1項及

びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場

合における当該超える日数を除く。 ）は、第一項及びこの項の規定に

よる期間に算入しない」に改め、同条第11項第5号中「第4条第8

項」を「第4条第9項」に改める。

第11条第1項第1号及び同条第5項第2号中「禁銅」を「禁銅」

に改める。

第12条の見出し及び同条第1項第1号中「禁鋼」を「禁銅」に、

同項第2号及び第3号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前

三
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再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。

第13条第1項中「にあっては」を「には」に改め、同項第1号中

「禁銅」を「禁銅」に改め､同項第2号及び第3号中「再任用職員に

対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」

に改める。

第15条第1項中「この条において同じ」を「この項から第6項ま

でにおいて同じ」に、 「にあっては」を「には」に改め、同条第2項

及び第3項中「にあっては」を「には」に改め、同条第4項中「禁銅」

を「禁銅」に、 「にあっては」を「には」に改め、同条第5項中「再

任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対す

る免職処分」に、 「にあっては」を「には」に改める。

附則第2項中「第28条の3」を「第28条の7」に改める。 ，

附則第4項中「及び附則第2項」を「並びに附則第2項及び附則第

15項から附則第23項まで」に改める。

附則第5項中「第5条の2」の次に「及び附則第18項」を加える。

附則第6項中「第5条の規定」を「第5条又は附則第16項の規定」

に、 「及び第5条の3」を「又は第5条の3及び附則第16項」に改

める。

附則第14項中「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」

に改める。

附則に次の9項を加える。

15 当分の間、第4条第1項の規定は、 11年以上25年未満の期間

勤続した者であって、 60歳に達した日以後その者の非違によるこ

となく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は

同条第2項の規定に該当する者を除く。 ）に対する退職手当の基本

額について準用する。 この場合における第3条の規定の適用につい

ては、同条第1項中「又は第5条」 とあるのは「、第5条又は附則

第15項」 とする。

16 当分の間、第5条第1項の規定は、 25年以上の期間勤続した者

であって、， 60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職

した者（定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項

垂
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〕

の規定に該当する者を除く。 ）に対する退職手当の基本額について

準用する。 この場合における第3条の規定の適用については、同条

第1項中「又は第5条」 とあるのは「、第5条又は附則第16項」

とする。

17前2項の規定は、医師及び歯科医師が退職した場合に支給する退

職手当の基本額については適用しない。

18 千葉市職員の給与に関する条例附則第17項（同条例附則第18

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）の規定による職

員の給料月額の改定は、第5条の2第1項に規定する給料月額の減

額改定に該当しないものとする。

19 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6

号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定

の適用については、第5条の3本文中「定年に達する日」 とあるの

は「定年（医師及び歯科医師以外の者にあっては60歳とし、医師

及び歯科医師にあっては65歳とする。 ）に達する日」 と、第5条

の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第

1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第

6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「そ

の者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する

年数1年につき」 とあるのは「その者に係る定年（医師及び歯科医

師以外の者にあっては60歳とし、医師及び歯科医師にあっては
I

／65歳とする。 ） と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す
る年数1年につき」 とする。

2O 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6

号及び第7号に掲げる者（次の表の左欄に掲げる者であって、退職

の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右

欄に掲げる年齢を超える者に限る。 ） （規則で定める者を除く。 ）

に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5

条の3本文中「6月」 とあるのは「零月」 と、同条の表第4条第1

項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条

の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の

呈
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2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3 （退職の

日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、 1

00分の2） 」 とあるのは「100分の3」 とする。

I

21 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項（第1号及び第

5号を除く。 ）に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び

第7条の2の3の規定の適用については、第5条の3本文及び第7

条の2の3第1項第1号中「20年を」 とあるのは「15年を」 と

するほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条の3本

文中「退職の日において定められているその者に係る定年」 とあり、

及び第7条の2の3第1項第1号中「定年」 とあるのはそれぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

22 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附

則第20項の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる年

齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3

の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条

第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第

2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項

及び第6条の2第2号の項中「100分の3 （退職の日において定

められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数が1年である職員にあっては、 10．0分の2） 」

とあるのは「附則第20項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表

の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数で除して得た割合」 とする。

23 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附

則第20項の表の左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲げる年
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齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の

3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5

条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項

第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の

項及び第6条の2第2号の項中「 100分の3 (退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数が1年である職員にあっては、 100分の

2） 」 とあるのは「100分の2を退職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数で除して得た割合」 とする。

． （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） ：

第4条職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年千葉市条

例第44号）の一部を次のように改正する。

第3条に後段として次のように加える。

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10

分の1以下に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずる

ものとする。

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正）

第5条特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭

和31年千葉市条例第17号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項第4号中「第28条の5第1項」を「第22条の4第

1項」に改める。

（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正）

第6条千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和37年千葉市条例第

24号）の一部を次のように改正する。

第19条第3項中「地方公務員法第28条の4第1項又は第28条

の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの」を「地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第22条の4第1項の規定により採用された職員（別表第2第21項

において「定年前再任用短時間勤務職員」 という。 ） 」に改める。
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別表第2第21項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第7条千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和39年千葉

市条例第8号）の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「第28条の4第1項又は第28条の5第1項」を

「第22条の4第1項」に改め、 「で同項に規定する短時間勤務の職

を占めるもの」を削り、 「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改める。

第3条第1項及び第2項、第4条第2項並びに第12条第1項第1

号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。

第15条の2第2項第2号中「再任用短時間勤務職員及び育児短時

間勤務職員等」を「育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条

例の一部改正）

第8条外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例（平成元年千葉市条例第19号）の一部を次のように改正する。

第2条第2項第4号中「昭和59年千葉市条例第4号」の次に「・

以下「定年条例」 という。 」を加え、 「引き続いて」を「引き続き」

に改め、同項第5号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号を同項

第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

（5）定年条例第9条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む。 ）を延長された管理監督職を占める職員

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正）

第9条千葉市職員の旅費等に関する条例（平成2年千葉市条例第31

号）の一部を次のように改正する。

別表第1備考中「第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第

28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」に改め

る｡

土
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（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 、

第10条千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成4年千葉市条例

第2号）の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「昭和59年千葉市条例第4号」の次に「・以下

「定年条例」 という。 」を加え、 「引き続いて」を「引き続き」に改

め、同条第3号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加え

る。

（3）定年条例第9条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む｡第10条第3号において同じ。 ）を延長され

た管理監督職を占める職員

第10条に次の1号を加える。

（3）定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職

を占める職員

第18条第2号中「再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法第2

2条の4第1項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」 という。 ） 」に改める。

第19条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。

第20条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改める。

（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

11条千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成

や
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第11条千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成

13年千葉市条例第45号）の一部を次のように改正する。

第2条第2項第1号中「第28条の4第1項、第28条の5第1項

又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「第22条の4第1項」

に改め、同項第2号中「第28条の4第1項、第28条の5第1項又

は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で

同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を

「第22条の4第1項の規定により採用された職員」に改め、同項第

3号中「昭和59年千葉市条例第4号」の次に「・以下「定年条例」

という。 」を加え、 「引き続いて」を「引き続き」に改め、同項第4
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号中「一に」を「.いずれかに」に改め、同号を同項第5号とし、同項

第3号の次に次の1号を加える。

（4）定年条例第9条の規定により異動期間（同条の規定により延長

された期間を含む。第11条第5号において同じ。 ）を延長され

‐ た管理監督職を占める職員

第11条第3号中「千葉市職員の定年等に関する条例」を「定年条

例」に、 「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第5号中「一に」

を「いずれかに」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号の次に

次の1号を加える。

（5）定年条例第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職

を占める職員

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第12条千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

17年千葉市条例第4号）の一部を次のように改正する。

第3条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改め

・る。

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第13条千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成23年千葉市条例第7号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」

に改める。

第24条第2項中「第28条の4第1項又は第28条の5第1項」

を「第22条の4第1項」に改め、 「で同項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの」を削り、 「この項において「再任用短時間勤務職員」

を「 「定年前再任用短時間勤務職員」に、 「 （再任用短時間勤務職員」

を「 （定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第28条の見出し中． 「再任用職員等」を「定年前再任用短時間勤務

職員等」に改め、同条第1項中「地方公務員法第28条の4第1項、

第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に

より採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正）
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第14条千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和46

年千葉市条例第73号）の一部を次のように改正する。

第2条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改め

る。

附則に次の2項を加える。

3給与条例附則第17項（同条例附則第18項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。以下同じ。 ）の規定の適用を受ける職員

の教職調整額については、第3条第1項の規定にかかわらず、当分

の間、給与条例附則第17項の規定により算出された額の100分

の4に相当する額を支給する。

4給与条例附則第21項から第24項までの規定による給料を支給

される職員の教職調整額については、第3条第1項及び前項の規定

にかかわらず、 当分の間、給与条例附則第17項の規定により算出

された額と給与条例附則第21項から第24項までの規定による給

料の額との合計額の100分の4に相当する額を支給する。

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第15条千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭

和50年千葉市条例第5号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第28条の5第1項」を「第22条のう4第1項」

に改める。

第18条第2項中「第28条の4第1項又は第28条の5第1項」

を「第22条の4第1項」に改め、 「で同項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの」を削り、 「この項において「再任用短時間勤務職員」

を「 「定年前再任用短時間勤務職員」に、 ‐「 （再任用短時間勤務職員」

を「 （定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第20条の3の見出し中「再任用職員等」を「定年前再任用短時間

勤務職員等」に改め、同条第1項中「地方公務員法第28条の4第1

項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規

定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め

る。
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附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

（1）第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項にただし書を

加える改正規定、第8条第4項の改正規定（ 「、 当該退職」を「当該

退職」に改める部分を除く。 ）及び附則第14項の改正規定並びに附

則第9条及び附則第11条第2項の規定公布の日

（2）第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項（ 「含む。 」

の次に「第8条第2項において「勤務日数」 という。 」を加える部

分及び「18日」の次に「 （1月間の日数（千葉市の休日を定める

条例（平成元年条例第1号）第1条第1項各号に掲げる日の日数は、

算入しない。 ）が20日に満たない日数の場合にあっては、 18日

から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第8条

第2項において「職員みなし日数」 とゞいう。 ） 」を加える部分に限

る。 ） 、第8条第2項及び第11項第5号の改正規定令和4年1

0月1日

2 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第

4項（ 「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。 ）及び附

貝|｣第11条第2項の規定は、令和4年7月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第2条第

2項及び第8条第2項の規定は、令和4年10月1日以後の期間にお

ける退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同

日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

（勤務延長に関する経過措置）

第2条任命権者は、施行日 （この条例の施行の日をいう。以下同じ。 ）

前に第1条の規定による改正前の千葉市職員の定年等に関する条例

（以下「旧条例」 という。 ）第4条第1項又は第2項の規定により勤

務することとされ、かつ、 旧条例勤務延長期限（同条第1項の期限又

は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項におい

て同じ。 ）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条

一
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例勤務延長職員」 という。 ）について、 旧条例勤務延長期限又はこの

項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規

定による改正後の千葉市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」

という。 ）第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、人

， 事委員会の承認を得て、 これらの期限の翌日から起算して1年を超え

ない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当

該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌

日から起算して3年を超えることができない。

2任命権者は、基準日 （施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1
日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項

において同じ。 ）から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日に

おける新条例定年（新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。 ）

が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行日である場合には、

施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年）を超える職（基

準日における新条例定年が新条例第3条に規定する定年である職に限

る。 ）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委

員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの

間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部

を改正･する法律（令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」 と

いう。 ）附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員の

うち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年
（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3
条に規定する定年）に達している職員（当該人事委員会規則で定める

職にあっては、人事委員会規員llで定める職員）を、昇任し、降任し、

又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による

勤務について準用する。

（定年退職者等の再任用に関する経過措置）

’第3条任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後

における最初の3月31日 （以下この条から附則第5条までにおいて

「特定年齢到達年度の末日」 という。 ）までの間にある者であって、
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当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧

条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。 ） （施行日以後に新た

に設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更され

た職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした

場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達しているも

のを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく

選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、 当該常時勤務を要

する職に採用することができる。

（1）施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

（2）旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条

第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

（3） 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前2号に掲げる者を

除く。 ）であって、 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過す

る日までの間にある者

（4） 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前3号に掲げる者を

除く。 ）であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過す

る日までの間に、 旧地方公務員法再任用（令和3年改正法による改

正前の地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4第

1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項

の規定により採用することをいう。 ）又は暫定再任用（この項若し

くは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用すること

をいう。次項第5号において同じd )をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、 当該者を採用し

ようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、

従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考に

より、 1年を超えない範囲内で任期を定め、 当該常時勤務を要する職

に採用することができる。

（1）施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

（2）施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務し

た後退職した者
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（3）施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、

令和3年改正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員

法」 という。 ）第22条の4第3項に規定する任期が満了したこと

により退職したもの

（4） 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前3号に掲げる者

を除く。 ）であって、 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過

する日までの間にあるもの

（5） 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者

を除く。 ）であって、 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過

する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1年を超

えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、

前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新す

る者の特定年齢到達年度末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員（第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第

2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。 ）の前項の規定

による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期にお

ける勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじ

め当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかか

わらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、 当該者を採用しようとする短時間勤務の

職（新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。 ）

に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤

務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めてい

るものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置され

た短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更さ

れた短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されて

いたものとした場合において、 当該職を占める職員が、常時勤務を要

する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときに
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おける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。 ）に達してい

るものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基

づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤

務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第

22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者の

うち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、 当該者を

採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間

勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定

年をいう。附則第8条において同じ。 ）に達しているもの（新条例第

・ 12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を

除く。 ）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に

基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間

勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用

する。

（令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢）

第5条令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に定

める職とする。

（1）施行日以後に新たに設置された職

（2）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 ．

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規

定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧

条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

（令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する

新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢）

第6条令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合

における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適

用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に

掲げる職とする。
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（1）施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

（2）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の

職 ，

2 令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合にお

ける令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用す

る新地方公務員法第22の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規

定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、

当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定

する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に

準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

（令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定
1
、

める者及び職員）

第7条令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲

げる職のうち、 当該職が基準日 （附則第3条及び第4条の規定が適用

される間における各年の4月1日 （施行日を除く。 ）をいう、以下こ

の条において同じ。 ）の前日に設置されていたものとした場合におい

て、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を

超える職とする。

（1）基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。 ）

（2）基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤

務の職を含む。 ）

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定

する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同

日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に

規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、

同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置）

第8条任命権者は、基準日 （令和7年4月1日、令和9年4月1日、

令和1 1年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条にお

いて同じ。 ）から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日におけ
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る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を

超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例

第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。 ）及びこれに相

当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規

則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職」 という。 ）に、基準日の前日までに新条

例第12条に規定する年齢60年以上退職者（基準日前から新条例第

4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をし

た者を含む。 ）のうち基準日の前日において同日における当該新条例

原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達

している者（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、

人事委員会規則で定める者）を、新条例第12条の規定により採用す

ることができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新

条例第12条の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」 という。 ）のうち基準日の前日において同日における当

該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当

年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則

で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前

再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することがで

きない。

（令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢）

9条令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢
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第9条令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢

は年齢60年とする。

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第10条第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例

（以下「新給与条例」 という。 ）附貝|｣第17項から第27項までの規

定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務

している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員（令和3年改正法附則

第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同

じ。 ）を除く。 ）の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第

白

邑
一
》
一
・
戸

｝

（

33



5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この条に

おいて同じ。 ）であるものとした場合に適用される新給与条例第3条

第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる

基準給料月額のうち、 当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた

額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第110号。

以下「育児休業法」 という。 ）第10条第3項の規定により同条第1

項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員（育児休

業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含

む。 ）に対する前項の規定の適用については、伺項中「とする」 とあ

るのは「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする」 とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、 当該暫定再任用短時間勤

務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤

務職員の属する職務の級に応じた額に、第7条の規定による改正後の

千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定によ

り定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与条例第19条の4第2項、第20条第3項及び第20条の4第2項

第2号の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新給与条例第12条第2項第2号及び第15条第1項の規定を

適用する。

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

第1 1条暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の千葉市職員

退職手当支給条例第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、同条例の規定を適用する。
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2 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第

4項の規定（ 「、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。 ）

は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに

準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者

について適用する。

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正に伴う経過措置）

第12条暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1

項第4号に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時

間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

第13条暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。 ）は、

第6条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第1

9条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この条にお

いて同じ。 ） とみなして、同条例の規定（第19条第3項を除く。 ）

を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、第6条の規定による改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条

例の規定を適用する。

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置）

第14条暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の

千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第15条暫定再任用職員は、第9条の規定による改正後の千葉市職員

の旅費等に関する条例別表第1備考第1項に規定する地方公務員法第

22条の4第1項の規定により採用された者とみなして、同条例の規

定を適用する。

（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）
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第16条暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後

の千葉市職員の育児休業等に関する条例第18条第2号に規定する定

年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴

う経過措置）

第17条暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く｡ ）は、

第1 1条の規定による改正後の千葉市公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の

4第1項の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適

用する。

2暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の千葉

市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号又

は第2号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採

用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴

う経過措置）

第18条暫定再任用短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後

の千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定す

る地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

に伴う経過措置）

第19条暫定再任用短時間勤務職員は、第13条の規定による改正後

の千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1

項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務

の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、第13条の規定による改正後の千葉

市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第24条第2項に

規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適

用する。

3 第13条の規定による改正後の千葉市病院局の職員の給与の種類及
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『

び基準に関する条例第28条第1項の規定は、暫定再任用職員（暫定

再任用短時間勤務職員を除く。 ）について準用する。

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う

経過措置）

第20条暫定再任用短時間勤務職員は、第14条の規定による改正後

の千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例第2条に規定する

地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める

者とみなして、同条例の規定を適用する。

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正

に伴う経過措置）

第21条暫定再任用短時間勤務職員は、第15条の規定による改正後

の千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1

項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務

の職を占めるものとみなして、同条例の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、第15条の規定による改正後の千葉

市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第2項に

規定する定年前再任用短時間職員とみなして、同条例の規定を適用す

る。

3 第15条の規定による改正後の千葉市水道局の職員の給与の種類及

び基準に関する条例第20条の3第1項の規定は、暫定再任用職員

（暫定再任用短時間勤務職員を除く。 ）について準用する。

（千葉市職員の再任用に関する条例の廃止）

第22条千葉市職員の再任用に関する条例（平成13年千葉市条例第

1号）は、廃止する。

（地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例の一部改正）

第23条地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整

備に関する条例(令和元年千葉市条例第3i号)の一部を次のように改

正する。

・附則第2項中「 （以下「新条例」 という。 ） 」を削る。

附則第3項中「新条例第2条第1項」を「千葉市職員退職手当支給
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[

条例第2条第I項」に、 「新条例第1条」を「同条例第1条」に改め、

「18日」の次に‘「 （1月間の日数（千葉市の休日を定める条例（平

成元年条例第1号）第1条第1項各号に掲げる日の日数は、参入しな

1j,d )が20日に満たない日数の場合にあっては、 18日から20日

と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。 ）を加え、 「新条例

第2条第2項」を「同条例第2条第2項」に、 「新条例の規定」を

「同条例の規定」に、 「新条例第3条」を「同条例第3条」に改める。

附則第4項中「新条例」を「千葉市職員退職手当支給条例」に改め ＝
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

地方公務員法の一部改正等に伴い、教育職等の職員の定年を引き上

げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制を導入するなど所要の改正

を行うため、千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正するよ

う市長に申し出ることについて、千葉市教育委員会組織規則第8条第
剖
、
ｒ
ｑ
存
一
ケ
》

6号の規定により議決を求めるものであります。
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議案第35号

千葉市立小学校設置条例の一部改正について

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

よう市長に申し出るものとする。

令和4年8月30日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

千葉市条例第 号

千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例

千葉市立小学校設置条例（昭和39年千葉市条例第

次のように改正する。

9年千葉市条例第

のように改正する。

､

唐
ご
Ｒ
ｒ
ｏ
ケ
ー

1 5号）の 部を

第2条の表千葉市立花見川第三小学校の項を削る。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

議案説明

花島小学校及び花見川第三小学校を統合し、花島小学校とするため、

条例の一部を改正するよう市長に申し出ることについて、千葉市教育

委員会組織規則第8条第6号の規定により議決を求めるものでありま
」

す。
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議案第36号

工事請負契約について

次のとおり工事請負契約を締結するよう市長に申し出るものとする。

令和4年8月30日提出

千葉市教育委員会教育長磯野和美

旧千葉市立千城台南小学校解体工事

千葉市若葉区千城台南1丁目19番1号

（1）校舎棟 ‘ 解体工一式

（2）屋内運動場 解体工一式

（3）プール、体育倉庫、外構施設等解体工一式

制限付一般競争入札（総合評価落札方式簡易型）

368， 500， 000円

契約締結日の翌日から令和5年12月24日まで

千葉市中央区松ケ丘町20番地4

シンコー・鵜沢建設共同企業体

代表者千葉市中央区松ケ丘町20番地4

シンコー株式会社

代表取締役阿部博文

千葉市若葉区千城台西1丁目38番1ﾍ号

鵜沢建設株式会社

代表取締役鵜沢朋生

工事名称

施工場所

工事概要

１
２
３
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契約方法

契約金額

工 期

請負者
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議案説明

旧千葉市立千城台南小学校解体工事を行うための工事請負契約を締

結するよう市長に意見を申し出るため、千葉市教育委員会組織規則第

8条第6号の規定に基づき、議決を求めるものであります。
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令和4年8月30日

ヨー
戸

令和4年千葉市教育委員会会議第8回定例会
ー 1

■

[参考資料（2） ］

議案第34号関係・

議案第35号関係・

議案第36号関係．

１
妬
的

C D G ● ●

､ ● ④ ｡

弘
一

、

凡

〃



議案第34号関係

参考資料

千葉市職員の定年等に関する条例等の一部改正について（概要）

教育総務部教育給与課

改正の趣旨

地方公務員法の一部改正（※）等に伴い、職員の定年を引き上げるほか、所要の改正を行う。

※令和3年6月11日公布、令和5年4月1日施行

1

二

2改正の概要 ‘

（1）定年年齢の引上げ

国家公務員法等改正法により、国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ、 65歳とされることを

踏まえ、本市においても同様に下記のとおり定年年齢を定める。

■

（2）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入

60歳を過ぎた管理監督職が、そのポストから降任す1る、管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）を

導入する。

なお、役職定年制の対象となる職員が上限年齢を迎えた場合、異動期間（当該職員の誕生日～最初の4

月1日）中に管理詫職以外の職（例：教育職の場合;主幹教諭（3級）に、行政職の場合：主査（4

級）に降任）に異動させる必要がある。

、例外として、職員の年齢別構成その他のこれらの欠員を容易に補充することができない特別の事情があ

る場合等には、 1年単位で異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができ

る。

（3）定年前再任用短時間勤務制の導入及び暫定再任用制度の措置

60歳以後に退職した職員を、定年年齢（65歳等）前に、短時間勤務の職で再任用することができる

こととする。任期は、常勤職員の定年退職日に当たる日までとする。 （勤務時間、給与の仕組み等は、現

行の再任用制度（短時間勤務） と同橇）

なお、定年が段階的に引き上げられる経過期間において、 65歳まで再任用ができるよう、現行の再任

用制度と同様の仕組み（暫定再任用制度（フルタイム・短時間） ）が措置される。

これに伴い、 これまでの「再任用職員」の文言を「定年前再任用短時間勤務職員」等の文言への規定の

整備を行う。

品

竜

1

一般職員

現行（～令和5年3月） 60歳

令和5年4月～令和7年3月 61歳

令和7年4月～令和9年3月 62歳

令和9年4月～令和11年3月 63歳

令和11年4月～令和13年3月 64歳

令和13年4月～ 65歳



(4) 60歳に達した職員の給与等について

均衡の原則（地方公務員法第24条）に基づき、国家公務員における取扱いを考慮し、給与及び退職手
当については、以下の措置を講ずる。

ア給与水準

当分の間、職員の給料月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日 （以下「特定日」 とい

う。 ）以後、 60歳時点の級号給に応じた給料月額を適用し、その7割の額とする。また、役職定年に
伴い降任する者も同様とする。

なお、役職定年に伴い降任する者の場合、 「管理監督職勤務上限年齢調整額」を給料として支給する

ことで降任前の7割水準となるようにする。

（計算例)

441,500
《
Ｐ

I

齢鋼竪額

60歳前 減額後 60歳前 減額後
校長 校長 主幹教蹴 主幹教蹴

． （5級） （5級） （3級） （3級）
（7割） （最高号給） （7割）

イ各種手当等

特定日以後の職員に支給される各種手当の取扱いは以下のとおりとする。

（ア）現行の定年前職員の手当等額の7割となる手当等

給料の調整額、義務教育等教員特別手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当

（イ） 7割水準の給料月額に連動した額iとなる手当等

地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び教職調整額
（ウ）現行の定年前職員と同額となる手当

扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、単身赴任手当
ウ退職手当

60歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当

分の間、退職事由を定年退職として算定することとする。

なお、職員が特定日から7割水準の給料月額となる場合や、役職定年による降任等により給料月額が

減額される場合についても、減額前の給料月額をもとに退職手当額を算定する。

』』

戸

●L

か

（5）情報提供・意思確認

今回の法改正に伴い、役職定年制及び定年前短時間再任用制度が導入されるほか、給与水準が60歳時

点の7割に設定されるなど、 60歳以後の職員の勤務形態等が多様になることを踏まえ、職員が60歳に

達する年度の前年度に、 60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、 60歳に達した日の

翌日以後の勤務の意思を確認するよう努めることとされたため、必要な規定を設ける。

3施行期日

原則、令和5年4月1日

雇用保険法改正に伴う規定の整備の他、一部の規定は、 10月1日 （予定）
』

２



新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市職員の定年等に関する条例の一部改正）

第1条千葉市職員の定年等に関する条例（昭和59年千葉市条例第4号）の一部を次のように

改正する。

ご

■

己

、

3

改正前 改正後

千葉市職員の定年等に関する条例

(新設）

(趣旨）

第1条この条例は､地方公務員法(昭和25年

法律第261 号）第28条の2第1項及び第

2項並びに第28条の3

の規定に基づ

き、職員の定年等に関し必要な事項を定める

ものとする。

(新設）

第2条 （略）

(定年）

第3条職員の定年は､年齢且-9-隻とす-る｡上迄

し、別表に掲げる施設等において医療業務に

従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢6

5年とする。

(定年による退職の特例）

第4条任命椎者は、定年に達した職員が第2

条の規定により退職すべきこととなる場合に

おいて次の冬呂の一に該当す為j認めろと

目次

千葉市職員の定年等に関する条例

第1章総則（第1条）

第2章定年制度（第2条一第5条）

第3章管理監督職勤務上限年齢制(第6条一

第1 1条）

第4章定年前再任用短時間勤務制（第12条）

第5章雑則（第13条）

附則

第1章総則

(趣旨）

第1条この条例は、地方公務員法（昭和25

年法律第261号｡以下｢法｣という｡ )第

22条の4第1項及び第2項、第28条の

2，第28条の5、第28条の6第1項から

第3項まで並びに第28条の7．の規定に基づ

き、職員の定年等に関し必要な事項を定める

ものとする。

第2章定年制度

第2条 （略）

(定年）

第3条職員の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例）

〉

第4条任命権者は、定年に達した職員が第2

条の規定により退職すべきこととなる場合に

おいて次に輻げる事由がある と認めると
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ご

旬

〆

申

５

改正前 改正後

1年を超えな

い範囲内で期限を延長することができる。た

だし、その期限は、その職員に係る定年退職日

の翌日から起算して3年を超え

ることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を里

き続いて勤務させる場合又は前項の規定によ

り期限を延長する場合には、 当該職員の同意

を得なければならない。

4任命権者は

、第1

項の期限又は第2項の規定により延長された

期限が到来する前に第 1項の事由が存しなく

なった と認めるときは、 当該職員の同

意を得て、期 日を定めてその期限を繰り上げ

て退職させることができる。

（略）
rー

、

第5条 （略）

(新設） ，

(新設）

(新設）

れらの期限の翌日から起算して1年を超えな

い範囲内で期限を延長することができる．た

だし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日

(同項ただし書に規定する職員にあっては、
1

当該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日）の翌日から起算して3年を超え

ることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を弘

き続き勤務させる場合又は前項の規定によ

り期限を延長する場合には、 当該職員の同意

を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き

勤務することとされた職員及び第2項の規定

により期限が延長された職員について、第1

項の期限又は第2項の規定により延長された

期限が到来する前に第 1項各号に掲げる事由

がなくなったと認めるときは、 当該職員の同

意を得て、期 日を定めて当該期限を繰り上げ

るものとする。

5 （略）

第5条 （略）

第3章管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管

理監督職）

第6条法第28条の2第1項に規定する条例

で定める職は、千葉市職員の給与に関する条

例（昭和26年千葉市条例第36号)第19条

の3に規定する管理職手当の支給を受ける職

邑の職（医師及び歯科医師が占める職を除

〈。 ） とする。

(管理監督職勤務上限年齢）

第7条法第28条の2第1項に規定する管理

監督職勤1務上限年齢は、 ･年齢60年とする。
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6

改正前 改正後

(他の職への降任等を行うに当たって遵守す

べき基準）
’

第8条任命権者は法菫2R冬のク窒4mI=

規定する他の職への降任等1以下この章にお

いて「他の職への降任等」という。 ）を行うに

当たっては、法第13条、第15条一軍23冬

の3、第27条第1項及び第56条に宗め馬

もののほか、次に掲げる基準存順守l.ttl十才，

､ばならない。

（1）当該職員の人事評価の結里又I士菫h森の鉄

況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降

給を伴う転任に限る。 ） （以下この条通ぴ菫1

0条において「降任等」という。 ）をしようと

する職の属する職制上の段階の橲垂的友瞭lで

係る法第15条の2第1項筆5号に頬声す碁、

標準職務遂行能力（次条第3項において「煙垂

職務遂行能力」という。）及び当該膣ｲ千篝穿1 _

ようとする職についての適性を有すると認め

へ

（2）人事の計画その他の事情存表虐l _か卜志

管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限

年齢が当該職員の年齢存超える管理監督時の

うちできる限り上位の職制上の鴎晧に属すz，

職に、降任等をすること。

（3）当該職員の他の職への膣ｲ干篝芥寸孟膵'一

当該職員が占めていた管理監督職が属する職

制上の段階より上位の職制上の鴎陛に屋寸墨

管理監督職を占める職員 （以下この号lごおl.、

て｢上位職職員｣という。）の他の職への降任
等もする場合には、第1号に幅げZ,其塞I=if

つた上での状況その他の事情弄考If1 .了やホ

を得ないと認められる場合存除去 トィウ時際

員の降任等をした職が属す-る職制卜の酷階上

同じ職制上の段階又は当該職制卜の鴎陛上LI

下位の職制上の段階に属する職に降仔雲春

すること。

(管理藍替瞭動逹卜R月仔鑑'一トスR冬』エー歴ァ『



号

q

服

7

改正前 改正後

管理監督職への任用の制限の特例』

菫9条任命権者は、他の職への降任等をすべ

き管理監督職を占める職員について、次に褐

げる事由があると認めるときは、当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間（当該管理

監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達し

た日の翌日から同日以後における最初の4月

1日までの間をいう。以下この章において同

じ．）の末日の翌日から起算して1年を超えな

い期間内（当該期間内に定年退職日がある職

昌にあっては．当該異動期間の末日の翌日か

ら定年退職日までの期間内。第3項において

同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当

該管理監督職存占める職員に、当該管理監督

職存占めたまま勤務をさせることができる。

（1 ）当該職務が高度の知識､技能又は経験を必

雲とするものであるため、当該職員の他の職

への降任等により生ずる欠員を容易に補充す

ることができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。
’

（2）当該職務に係る勤務環境その他の勤務条

件に特殊性があるため、当該職員の他の職へ

の降任等により生ずる欠員を容易に補充する

ことができず公務の運営に著しい支障が生ず

ること。

（3）当該職務を担当する者の交替が当該業務

の遂行上重大な障害となる特別な事情がある

ため‐当該職員の他の職への降任等により公

務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により

異動期間（これらの規定により延長された期

間客含む。）が延長された管理監督職を占める

職昌について‐前項各号に掲げる事由が引き

続きあると認めるときは、人事委員会の承認

存得て、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して1年を超えない期間内（当該

期間内に定年退職日がある職員にあっては、

証尾大れﾅｰ当診里動期間の末日の零日から宗



一
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改正前 改正後

年退職日までの期間内。第4項において同

じ。）,で延長された当該異動期間脊軍に証尾す

ることができる。ただし~車に証長太れる当言玄

異動期間の末日は、当該職員が古め署)管理藍

督職に係る異動期間の末日の零日から紀篁l

て3年を超えることができない。

3 任命権者はゞ筆1項の揮壼に上LI里動湖閤

を延長することができる場合を除き、他の職

への降任等をすべき特定管理監督職群（職謹

の内容が相互に類似する複数の管理藍督時~F

あって、これらの欠員存容易に補在す易DFﾉー

ができない年齢別構成その他の特RIIの事情が

ある管理監督職として人事季邑会規目11で帝衲

る管理監督職をいう。以下この項において~同

じ。）に属する管理監督職芥占める職邑につい

て、当該特定管理監督職群に属す馬)管理匿智

職の属する職制上の段階の標準的な職に係Z，

標準職務遂行能力及び当該管理監督時にっl.、

ての適性を有すると認められる職邑 （当弦管

理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢I=MZ

した職員を除く。）の数が当該管理監督時の鋤

に満たない等の事情があるため‐ 当該職昌の

他の職への降任等により当該管理監督職に牛

ずる欠員を容易に補充することがで去ず圭慈

の遂行に重大な障害が生ずるﾉｰ．認め為ﾉｰ去

は、当該職員が占める管理監督職に係z,里動

期間の末日の翌日から走己算して1年穿紹牙か

い期間内で当該異動期間存狂信I=_ 弓|去縛去

当該管理監督職を占めている職邑に当該管理

監督職を占めたまま勤務存させ． 叉は当訪朧

員を当該管理監督職が属する特宗管理啓督厩

群の他の管理監督職に降ｲ壬し、若l.<は霊仔

することができる。

4 任命権者は、第1項若しくは軍21百の担壼

により異動期間（これらの規定によLj柾与太

れた期間を含む。）が延長された管理幣督時寡

占める職員について前項に規定する事由があ
為卜．認めZ,上去（差ク’百mｷ目壼'一卜LIスTFE主
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改正前 改正後

3

(新設）

(新設）

(新設）

(新設）

れた当該異動期間を更に延長することができ

るときを除く。 ） 、又は前項若しくはこの項の

規定により異動期間（前3項又はこの項の規

定により延長された期間を含む。）が延長され

た管理監督職を占める職員について前項に規

定する事由が引き続きあると認めるときは、

人事委員会の承認を得て、延長された当該異

動期間の末日の翌日から起算して1年を超え

ない期間内で延長された当該異動期間を更に

延長することができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意）

第10条任命権者は、前条の規定により異動

期間を延長する場合及び同条第3項の規定に

より他の管理監督職に降任等をする場合に

は、あらかじめ職員の同意を得なければなら

ない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措

置）

第1 1条任命権者は、第9条の規定により異

動期間を延長した場合において、当該異動期

間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事

由が消滅したときは、他の職への降任等をす

るものとする。

第4章定年前再任用短時間勤務制

<定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第12条任命権者Iま｛年齢60年に達した日

以後に退職（臨時的に任用される職員その他

の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員が退職する場合を除く。）をした

者（以下この条及び次条において「年齢60年

以上退職者」という。 ）を、従前の勤務実績そ

の他の人事委員会規則で定める情報に基づく

選考により、短時間勤務の職（当該職を占める

職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常

時勤務芥写す為職でその職務が当訪窺時間動
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豆時間勤務の職と同種の職弄占占 ～

易合にZ 忘年1艮瞭F

。［⑥ 一
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の委仰|の宰榊

告太nSE4E 肯･和1円宝

の壬冒壼‘
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改正前 改正後

(新設）

(新設）

附則

1 ． 2 （略）

(新設） ． －

(新設）

(

I

ｲ
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備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条、この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該

各号に定める日から施行する。

(1)第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項にただし書を加える改正規定第8条

第4項の改正規定（｢、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く．）及び附則第1 4項の改

正規定並びに附則第9条及び附則第1 1条第2項の規定公布の日

ll

改正前 改正後

(新設）

別表

（1）病院

（2）保健所

I

、

(R)子のｲ+h疾痔圭務存行う旅詔等

し

(情報の提供及び勤務の意思の確認】

5 仔命権者は．当分の間、職員（臨時的に任用

,される職員その他の法律により任期を定めて

｛壬用される職員、非常勤職員並びに医師及び

歯科医師存除く。以下この項において同じ。 ）

が年齢60年に達する日の属する年度の前年

庶（以下この項において｢情報の提供及び勤務

の意思の確認存行うべき年度」という。 ） （情

報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

庵に朧員でなかった者で、当該情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後

に採用された職員（異動等により情報の提供

及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日

芥経過することとなった職員（以下この項に

おいて「末日経過職員」という。 ）を除く。 ）

にあっては、当該職員が採用された日から同

日の属する年度の末日までの期間、末日経過

職昌にあっては‐当該職員の異動等の日が属

する年度（当該日が年度の初日である場合は、

当該年麿の前年度） ）において、当該職員に対

し＝当該職員が年齢60年に達する日以後に

滴用される任用及び給与に関する措置の内容

そ-の他の必要な情報を提供するものとすると

ともに、同日の翌日以後における勤務の意思

を確認するよう努めるものとする。

(削る）



（2） （略）

2 ． 3 （略）

（勤務延長に関する経過措置）

第2条任命権者は、施行日 （この条例の施行の日をいう。以下同じJ前に第1条の規定による
改正前の千葉市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例jという。）第4条第1項又は第2項

‘ の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第1項の期限又は同条第
2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ｡）が施行日以後に到来する
職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」 という｡）について、旧条例勤務延長期限又
はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の
千葉市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」 という｡）第4条第1項各号に掲げる事由が
あると認めるときは、人事委員会の承認を得て、 これらの期限の翌日から起算して1年を超え

鞍い範囲内で期限を延長することができる。ただし、 当該期限は､ 当該旧条例勤務延長職員に
. ､ 係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

‘ 2任命権者は、基準日 （施行日、令和7年4‘月1日、令和9年4月1日、令和1 1年4月1日
及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ｡）から基準日の翌年の3月31日ま
での間、基準日における新条例定年（新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ｡）が基準

日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には､施行日の前日における旧条例
第3条に規定する定年）を超える職（基準日における新条例定年が新条例第3条に規定する定
年である職に限る｡）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で
定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの問に新条例第4条第1項若しくは第
2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和3年法律第63号。以下「令和3年改

手法｣という｡)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち､基準日の前
日において同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の

前日における旧条例第3条に規定する定年）に達している職員（当該人事委員会規則で定める
職にあっては、人事委員会規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができ

， ない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
（定年退職者等の再任用に関する経過措置）

'第3条任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達す~る日以後における最初の3月31

． 日 （以下この条から附則第5条までにおいて「特定年齢至|I達年度の末日」という。）までの間に
ある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（旧条例第
3条に規定する定年をいう。以下同じ｡） （施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に
組織の変更等により名称が変更された職にあっては、 当該職が施行日の前日に設置されていた
ものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）に達しているものを、従前の

・勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で
任期を定め、 当該常時勤務を要する職に採用することができる。

{ ( 1 )施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

（2）旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の
規定により勤務した後退職した者

幸

一
口

e

●

12 b



（3） 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前2号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

（4） 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前3号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 旧地方公務員法再任用（令和3年

改正法による改正前の地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の4第1項、第

28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをい

う｡）又は暫定再任用（この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用

することをいう。次項第5号において同じ｡）をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、 当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定

年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考に

より、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

（1）施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者 ‘

｡（2）施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

（3.）施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改

正後の地方公務員法(以下｢新地方公務員法」 という｡）第22条の4第3項に規定する任期

が満了したことにより退職したもの

（’4） 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前3号に掲げる者を除く。）であって、当該

退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの′

（5） 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該
1

退職のﾛの翌日から起算して5年を経過する日までの間に､暫定再任用をされたことがあぅ
もの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1年を超えない範囲内で更新する

ことができる。ただし、当該任期の末日ば、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定

により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員（第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用さ

れた職員をいう。以下同じ｡）の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更

新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の

同意を得なければならない。

第4条任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっズ、 当該者を採用しよう

とする短時間勤務の職（新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ｡）に係る

旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の幟と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新

たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間

勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、 当該

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとし

たときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達しているものを、従前の

I

I

1

l b

I
ﾉ

ノ

l

〆三

己
一

■

巳

I

13



勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により､ 1年を超えない範囲内で
任期を定め、 当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定に

かかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、 当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めて

いるものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じc)に達しているもの

（新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従

前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲
内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

（令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢）

第5条令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に定める職とする。
（1）施行日以後に新たに設置された職

（2）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日

に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る
年齢とする。

（令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条
の4第4項の条例で定める職及び年齢）

第6条令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法

附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例
で定める職は、次に掲げる職とする。

（1 ）施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

（2）施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2令和3年改正法附則第4条又は第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則

第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22の4第4項の条例で定め

る年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、 当該

職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めてい

るものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

（令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員）

第7条令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、 当該職が

基準日（附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。）
をいう。以下この条において同じ｡）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日

における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

（1）基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む｡）

（2）基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む｡）

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に

設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している
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者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前

日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達して

いる職員とする。

（定年前再任用短時間勤務職員に閨する経過措置）

第8条任命権者は、基準日． (令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和l l年4月1日及び

令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ｡）から基準日の翌年の3月31日までの

間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える

短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短

時間勤務の職に限る｡）及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人

事委員会規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ

短時間勤務職」 という｡）に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退

職者（基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職

を-した者を含む｡）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該人事委員会規則で定める短時

間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者） を、新条例第12条の規定により採用す

ることができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条の規定によ

り採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」 という｡）のうち基準日の前日におい

て同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に

達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっ

ては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任

一することができない。

（令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢）

第9条令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は年齢60年とする。

（千葉市職員の再任用に関する条例の廃止）

第22条千葉市職員の再任用に関する条例（平成13年千葉市条例第1号）は、廃止する。
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Ⅱ

I 新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正）

第2条千葉市職員の給与に関する条例（昭和26年千葉市条例第36号）の一部を次のように

改正するc

I

I
Ⅱ

I

I

二

君

＆

17

改正前 改正後

千葉市職員の給与に関する条例

第1条～第4条 （略）

(初任給、昇格、昇給）

第5条 ． （略）

2～4 （略）

｛

5職員の昇給は、人事委員会規則で定める

日に、同日前1年間におけるその者の勤

務成績に応じて、行うものとする。

6 （略）

7 55歳（人事委員会規則で定める職員に

あっては、 56歳以上の年齢で人事委員会

規則で定めるもの）を超える職員(教育職給

料表の適用を受ける職員を除く。 ）に関する

第5項の規定による昇給は、前項の規定に

かかわらず、第5項に規定する期間におけ

るその者の勤務成績が特に良好な成績以

上の場合に限り行うものとし、昇給させる

場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて

人事委員会規則で定める基準に従い決定す

るものとする。

8教育職給料表の適用を受ける職員で55

歳を超えるものの第5項の規定による昇給

は、第6項の規定にかかわらず､第5項に規

定する期間におけるその者の勤務成績が

特に良好な成績以上の場合に限り行うもの

とし､昇給させる場合の昇給の号給数は､勤

務成績に応じて人事委員会規則で定める基

準に従い決定するものとする。

9～1 1 (略）

12地方公務員法第28条の4第1項、第2

8条の5第1項又は第28条の6第1項若

1 ．〈は菫2項の規赤により採用された職員

､
千葉市職員の給与に関する条例

第1条～第4条 （略）

(初任給、 ､昇格、昇給）

第5条 （略）

2～4 （略） ．

5職員の昇給は、人事委員会規則で定める

日に、同日前1年間における当該職員の勤

務成績に応じて、行うものとする。

6 （略）

7 55歳（人事委員会規則で定める職員に

あっては、 56歳以上の年齢で人事委員会

規則で定めるもの）を超える職員(教育職給

料表の適用を受ける職員を除く。）に関する

第5項の規定による昇給は、前項の規定に

かかわらず、第5項に規定する期間におけ

る当該職員の勤務成績が特に良好な成績以

上の場合に限り行うものとし、昇給させる

場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて

人事委員会規則で定める基準に従い決定す

るものとする。

8 教育職給料表の適用を受ける職員で55

歳を超えるものの第5項の規定による昇給

は､第6項の規定にかかわらず､第5項に規

定する期間における当該職員の勤務成績が

特に良好な成績以上の場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は､勤

務成績に応じて人事委員会規則で定める基

準に従い決定するものとする。

9～11 (略）

12地方公務員法第22条の4第1項

の規定により採用された職員



､

（以下「再任用職員 j とい

う。 ）の給料月額は、その者に

適用される給料表の再任用職

員 の欄に掲げる 給料

（以下「

う。 ）のの

」とい

給料月額は、 当該定年前再任用短時

間勤務職員に適用される給料表の定年前再

任用短時間勤務職員 の欄に掲げる基準給料
､月額のうち、

じた額

その者の属する職務の級に応 一
》

幸
一

聴
一 ち一

フの
℃

， ｜ に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項

短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に．

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて
『

とする。 ｜ 得た額とする。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成3年法律第1 l0号。以下「育

児休業法」という。 ）第10条第3項の規定

により同条第1項に規定する育児短時間勤

務の承認を受けた職員（育児休業法第17

条の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む｡以下「育児短時間勤務職員

等」という。 ）の給料月額は、前条第2項か

ら第8項まで及び第12項の規定にかかわ

らず、 これらの規定を適用した場合に得ら

れる給料月額に相当する額に、勤務時間条

例第2条第2項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第1項の規定により

定められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関す‐

る法律（平成3年法律第1 10号。以下「育

児休業法」という。 ）第10条第3項の規定

により同条第1項に規定する育児短時間勤

務の承認を受けた職員（育児休業法第1 7

条の規定による短時間勤務をすることとな

った職員を含む｡以下｢育児短時間勤務職員

等」という。 ）の給料月額は、前条第2項か

ら第8項まで の規定にかかわ

らず、 これらの規定を適用した場合に得ら

れる給料月額に相当する額に、勤務時間条

例第2条第2項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第1項の規定により

定められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。

菫_旦全里_且－堅圭里壁亘ヱ型互竺遥員菫篁_且'第5条の3削除
ザ

8条の5第1項に規定する短時間勤務（以

一
一

ﾉ

いう。 ）の給料月額は、第5条第12項の規・

定にかかわらず、同項の規定による給料月口

額に、勤務時間条例第2条第3項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第

1項の規定により定められた勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。
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第5条の4 特定任期付職員の号給は、当菫

特定任期付職員の専門的な知識経験又は識

第5条の4“特定任期付職員の号給は、その

者 の専門的な知識経験又は識

見の度並び{こその者 が従事す

る業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき標

準的な場合は、次の各号に定めるとおりと

ざ一八
〃シC

（､ l )～(7) (略）

2 特定任期付職員の号給について、特別の

事情により別表第4に掲げる号給により難

いときは、前項の規定にかかわらず､人事委

員会の承認を得て、その者 の

給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費

及び費用弁償に関する条例（昭和31年千

葉市条例第17号）別表第1に掲げる副市

長の給料月額に相当する額とすることがで

きる。

3 （略）

見の度並びに当該特定任期付瞳員が従事す

る業務の困難及び重要の度に応じて決定す

るものとし、その決定の基準となるべき標

準的な場合は、次の各号に定めるとおりと

する。

(1)～(7) (略）

2 特定任期付職員の号給について、特別の

事情により別表第4に掲げる号給により難

いときは､前項の規定にかかわらず､人事委

員会の承認を得て、当該特定任期付職員の

I

今

7

給料月額を特別職の職員の給与並びに旅費

及び費用弁償に関する条例（昭和31年千

葉市条例第17号）別表第1に掲げる副市

長の給料月額に相当す~る額とすることがで

きる。

3 （略）

第5条の5 特定任期付職員が育児短時間勤

務職員等である場合における当該特定任期務職員等である場合に』

第5条の5 特定任期付職員が育児短時間勤

務職員等である場合におけるその者

の給料月額は、前条第1項及び第2

項の規定にかかわらず、 これらの規定を適

用した場合に得られる給料月額に相当する

額に、勤務時間条例第2条第2項の規定に

より定められたその者 の勤務

時間を同条第1項の規定により定められた

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。

付職員の給料月額は、 F

項の規定にかかわらず、

付職員の給料月額は、前条第1項及び第2

項の規定にかかわらず、 これらの規定を適

用した場合に得られる給料月額に相当する

額に、勤務時間条例第2条第2項の規定に

より定められた当該特定任期付職員の勤務

時間を同条第1項の規定により定められた

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する。

■

第6条～第1 1条の4 （略）第6条～第l l条の4 (略）

（通勤手当）

第12条通勤手当は、次に掲げる職員に支

給する。

(1)通勤のため交通機関又は有料の道路(以

下この項から第3項までにおいて「交通

（通勤手当）

第12条通勤手当は､．次に掲げる職員に支

給するc

(I)通勤のため交通機関又は有料の道路(以

下 「交通

機関等」という。 ）を利用してその運賃又

は料金（以下

機関等」という。 ）を利用してその運賃又

は料金（以下この項から第3項までにお

1

1

1q
一ジ



１
１

デ

『

■

ざ
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｢運賃等」という。）を負担す-ること

を常例とする職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であって交通機関等を

利用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道1キロメート

ル未満であるもの及び第3号に掲げる墹

員を除く。 ）

（2）通勤のため自動車その他の交通の用具

で規則で定めるもの（以下

｢自動車等」という。 ）を使用すること

を常例とする職員（自動車等を使用しな

‘ ければ通勤す~ることが著しく困難である

職員以外の職員であって自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離が片道1キロメートル未

満であるもの及び次号に掲げる職員を除
／ 1

、◎ ノ

(3） （略） 、

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（1）前項第1号に掲げる職員支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算

出したその者の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（以下

｢運賃等相当額」 と
里

いう。 ） 。ただし、運賃等相当額を支給単

位期間の月数で除して得た額（以下

｢ 1箇月当たりの

運賃等相当額」という。 ）が55， 000

円を超えるときは、支給単位期間につき、

55， 000円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額（壬の者が2以上の交通

機関等を利用するものとして当該運賃等

の額を算出する場合において、 1箇月当

たりの運賃等相当額の合計額が55， 0

00円を超えるときは、その者の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い

いて「運賃等」という。 ）を負担すること

を常例とする職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難であ

る職員以外の職員であって交通機関等を

利用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道1キロメート

ル未満であるもの及び第3号に掲げる燗

貝を除く。 ）

（2）通勤のため自動車その他の交通の用具

で規則で定めるもの（以下この条におい

て「自動車等」という。 ）を使用すること

を常例とする職員（自動車等を使用しな

ければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものどした

場合の通勤距離が片道1キロメートル未

満であるもの及び次号に掲げる職員を除

く。 ）

(3） （略）

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)前項第1号に掲げる職員支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算

出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（以下こ

の号及び次号において ｢運賃等相当額lと

いう｡. ） 。ただし、運賃等相当額を支給単

位期間の月数で除して得た額（以下この

号及び第3号において

一

／

｢1箇月当たりの

運賃等相当額」という。 ）が55， 000

円を超えるときは、支給単位期間につき、

55， 000円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額（当該職員が2以上の交通

機関等を利用するものとして当該運賃等

の額を算出する場合において、 1箇月当
（

たりの運賃等相当額の合計額が55， 0

00円を超えるときは、 当該職員の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い
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支給単位期間につき、 55， 000円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

（2）前項第2号に掲げる職員次に掲げる

職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（育児短時間勤務

職員等又は要任用短時間勤務職員

のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員にあって

は､その額から、その額に規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額）

アース （略）

（3）前項第3号に掲げる職員交通機関等

I

を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離､交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して規則で

定める区分に応じ、前2号に定める額（1

筒月当たりの運賃等相当額及び前号に定

める額の合計額が55， 000円を超え

るときは、その者の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間

につき、55， 000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額) 、第1号に定め

る額又は前号に定める額

3公署を異にする異動又は在勤する公署の

移転に伴い、所在する地域を異にする公署

に在勤することとなったことにより、通勤

の実情に変更を生ずることとなった職員で

規則で定めるもののうち、第1項第1号又

は第3号に規定する職員で、 当該異動又は

公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして規則で定める住居を含む。 ）

からの通勤のため､特別急行列車､高速自動

車国道その他の奎通機関等（以下

｢特別急行列車等｣という｡）で

その利用‘が規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものである

と認められるものを利用し、その利用に係

る特別料金等（その利用･に係る運賃等の額

支給単位期間につき、55， 000円に当

該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

（2）前項第2号に掲げる職員次に掲げる

職員の区分に応じ、支給単位期間につき、

それぞれ次に定める額（育児短時間勤務

職員等又は定年前再任用短時間勤務職員

のうち、支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員にあって

は､その額から、その額に規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額）

アース （略）

（3）前項第3号に掲げる職員交通機関等

を利用せず､かつ､自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離､交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して規則で

定める区分に応じ､前2号に定める額(1

筒月当たりの運賃等相当額及び前号に定

める額の合計額が55， 000円を超え

るときは、当該職員の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間

につき、55, 000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額) 、第1号に定め

る額又は前号に定める額

3公署を異にする異動又は在勤する公署の

移転に伴い、所在する地域を異にする公署

に在勤することとなったことにより、通勤

の実情に変更を生ずることとなった職員で

規則で定めるもののうち、第1項第1号又
』～

は第3号に規定する職員で、 当該異動又は

公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして規則で定める住居を含む。 ）

からの通勤のため､特別急行列車､高速自動

車国道その他の交通機関等（第1号及び次

項において「特別急行列車等」という。 ）で

その利用が規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものである

と認められるものを利用し、その利用に係

る特別料金等（その利用に係る運賃等の額

､
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から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃

等に相当する額を減じた額をいう。以下こ

の項 において同じ。 ）を負担することを

常例とするものの通勤手当の額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額と

する ◎

(1)特別急行列車等に係る通勤手当支給

単位期間につき、規則で定めるところに

より算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額の2分の1

に相当する額｡ただし、当該額を支給単位

期間の月数で除して得た額（以下

｢1箇月当たりの特別料金等2

分の1相当額」という。 ）が20, 000

円を超えるときは、支給単位期間につき、

20， 000円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額（その者が2以上の特別

行列車等を利用するものとして当該特

別料金等の額を算出する場合において、

1箇月当たりの特別料金等2分の1相当

額の合計額が20， 000円を超えると

きは、その者の特別急行列車等に係る

通勤手当に係る支給単位期間のうち最も

長い支給単位期間につき、20,000円

に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）

（2）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4～8 （略）

第12条の2～第14条 （略）

(時間外勤務手当）

第15条正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外

に勤務した全時間に対して、勤務1時間に

つき、第19条に規定する勤務1時間当た

りの給与額に正規の勤務時間外にした次の

から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃

等に相当する額を減じた額をいう。第1号

及び次項において同じ｡）を負担する．ことを

常例とするものの通勤手当の額は、前項α

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額と

する ｡

（1）特別急行列車等に係る通勤手当支給

単位期間につき｡、規則で定めるところに

より算出した当該職員の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額の2分の1

に相当する額｡ただし、当該額を支給単位

期間の月数で除して得た額（以下この号

において「1箇月当たりの特別料金等2

分のI相当額」という。 ）が20， 000

円を超えるときは、支給単位期間につき、

20， 000円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額（当該職員が2以上の特別

急行列車等を利用するものとして当該特

別料金等の額を算出する場合において、

1箇月当たりの特別料金等2分の1相当

額の合計額が20， 000円を超えると

きは、当該職員の特別急行列車等に係る

通勤手当に係る支給単位期間のうち最・も

長い支給単位期間につき、20， 000円

に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）

（2）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4～8 （略）

第12条の2～第14条 （略）

(時間外勤務手当）

第15条正規の勤務時間外に勤務すること

を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外

に勤務した全時間に対して、勤務1時間に

つき、第1 9条に規定する勤務1時間当た

りの給与額に正規の勤務時間外にした次の
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各号-に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

100分の1 25から100分の150ま

での範囲内で規員l1で定める割合（その勤務

が午後10時から翌日の午前5時までの間

である場合はその割合に1 00分の25

を加算した割合）を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。ただし、育児短時

間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員

が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時

間を超えてしたもののうち、その勤務の時

間とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が7時間45分に達するまで

の間の勤務にあっては、同条に規定する勤

務1時間当たりの給与額に100分の10

0 （その勤務が午後10時から翌日の午前

5時までの間である場合は 、 100分の

125) を乗じて得た額とする。

(1) ･ (2) (略) ,

2 （略）
I

｛

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤

務(勤務時間条例第3条第1項､第4条及び

第5条の規定に基づく週休日における勤務

のうち規則で定めるものを除く。 ）及び割振

り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤

務の時間が1月について60時間を超えた

職員には、その60時間を超えて勤務した

全時間に対して、前2項の規定にかかわら

ず､勤務1時間につき、第19条に規定する

勤務1時間当たりの給与額に100分の1

50 （その勤務が午後10時から翌日の午

前5時までの間である場合は 100分の

1 75、割振り変更前の正規の勤務時間を

超えてした勤務の場合は 100分の5

0）を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する．

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定す

る時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、 当該時間外勤務代休時間に職員が

各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

100分の125から100分の150ま

での範囲内で規則で定める割合（その勤務

が午後10時から翌日の午前5時までの間

である場合にはその割合に100分の25

を加算した割合）を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。ただし､育児短時

間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務

職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時

間を超えてしたもののうち、 ･その勤務の時

間とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が7時間45分に達するまで

の間の勤務にあっては、同条に規定する勤

務1時間当たりの給与額に100分の10

0 （その勤務が午後10時から翌日の午前

5時までの間である場合には、 100分の

125）を乗じて得た額とする。

(1) ･ (2) (略）

2 （略）

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤

務(勤務時間条例第3条第1項､第4条及び

第5条の規定に基づく週休日における勤務

のうち規則で定めるものを除く。 ）及び割振

り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤

務の時間が1月について60時間を超えた

職員には、その60時間を超えて勤務した

全時間に対して、前2項の規定にかかわら

ず､勤務1時間につき、第19条に規定する

勤務1時間当たりの給与額に100分の1

50 (その勤務が午後10時から翌日の午

‘前5時までの間である場合には100分の

175、割振り変更前の正規の勤務時間を

超えてした勤務の場合には100分の5

0）を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定す

る時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、 当該時間外勤務代休時間に職員が
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勤務しなかったときは、前項に規定する6

0時間を超えて勤務した全時間のうち当該

時間外勤務代休時間の指定に代えられた時

間外勤務手当の支給に係る時間に対して

は、当該時間1時間につき、第19条に規定

する勤務1時間当たりの給与額に100分

の150 (その時間が午後10時から翌日

の午前5時までの間である場合は 100

分の175、その時間が割振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務の時間であ

る場合は 100分の50)から第1項に

規定する規則で定める割合（その時間が午

後10時から翌日の午前5時までの間であ

る場合は 、その割合に100分の25を

加算した割合）又は第2項に規定する規則

で定める割合を減じて得た額の時間外勤務

手当を支給することを要しない。

5 （略）

勤務しなかったときは、前項に規定する6

0時間を超えて勤務した全時間のうち当該

時間外勤務代休時間の指定に代えられた時

間外勤務手当の支給に係る時間に対して

は、当該時間1時間につき、第19条に規定

する勤務1時間当たりの給与額に100分

の150 (その時間が午後10時から翌日

の午前5時までの間である場合には100

分の175、その時間が割振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務の時間であ

る場合には100分の50)から第1項に

規定する規則で定める割合（その時間が午

後10時から翌日の午前5時までの間であ

る場合には、その割合に100分の25を

加算した割合）又は第2項に規定する規則

で定める割合を減じて得た額の時間外勤務

手当を支給することを要しない。

5 （略）
｣

第16条～第18条 （略） 第16条～第1 8条 （略）

（勤務1時間当たりの給与額の算出）

第19条第14条から第17条までに規定

する勤務1時間当たりの給与額は、給料の

月額及び規則で定める手当の月額の合計額

（勤務1時間当たりの給与額の算出）

第19条第14条から第17条までに規定

する勤務1時間当たりの給与額は、給料の

月額及び規則で定める手当の月額の合計額

(育児短時間勤務職員等又は再任用短時間
I

勤務職員にあっては、当該職員が育児休業

法第10条第1項に規定する育児短時間勤

務（育児休業法第17条の規定による短時

間勤務を含む｡以下この条、第20条第4項

及び第5項並びに第20条の4第3項にお

いて「育児短時間勤務jという。 ）又は再任

にあっては、 当該職員が育児休業

法第10条第1項に規定する育児短時間勤

務（育児休業法第17条の規定による短時

間勤務を含む｡以下この条､第20条第4項

及び第5項並びに第20条の4第3項にお

いて「育児短時間勤務」 という。 ）

をしなかったと仮定した場合

の勤務時間により勤務したときに受けるべ

■ ！

｡

用短時間勤務をしなかったと仮定した場合

の勤務時間により勤務したときに受けるべ

き当該合計額 き当該合計額二定年前再任用短時間勤務職

員にあっては、勤務時間条例第2条第3項

の規定により定められた当該定年前再任用
I

豆時間勤務職員の勤務時間穿囿項6

より定められた当該定年前再任用短時間勤

24
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)に1 2を乗じ、その額を

勤務時間条例第2条第1項の規定により定

められた1週間当たりの勤務時間（育児短

時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員

にあっては、当該職員が育児短時間勤務又

は再任用短時間勤務をしなかったと仮定し

た場合の1週間当たりの勤務時間）に52

を乗じたものから規則で定める時間を減じ

たもので除しで得た額とする。

第19条の2 ．第19条の3 (略）

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除

外）

第19条の4 第15条から第17条までの

規定は、前条に規定する職員には適用しな

い。

2 第9条

から第1 1条の2まで及び第1 1条の4の

規定は、再任用職員 には

適用しない。

3 （略）

第19条の5， （略） ′

(期末手当） ／

第20条 （略）

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10

0分の1 20を乗じて得た額（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が5

級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等がこれに相当~するもの

(これらの職員のうち、規則で定める職員

を除く。第20条の4第2項において「特定
■

管理綴員｣.という。 ）にあっては100分の

務職員の勤務時間で除して得た数に同条第

1項に規定する勤務時間を乗じて得た勤務

時間により勤務したと仮定した場合に受け

るべき当該合計額）に12を乗じ、その額を

同項 の規定により

定められた1週間当たりの勤務時間（育児

短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、 38時間45分

）に52

を乗じたものから規則で定める時間を減じ

たもので除して得た額とする。

第19条の2 ．第19条の3 （略）

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除

外）

第19条の4第15条から第17条までの

規定は、前条に規定する職員には適用しな

い。

2 第5条第3項から第1 1項まで、第9条

から第1 1条の2まで及び第1 1条の4の

規定は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。

（略）
、

｡

第19条の5 （略）

(期末手当）

第20条 （略）

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10

、 9分の120を乗じて得た額（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が5

級以上であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、

困難及び責任の度等がこれに相当するもの

(これらの職員のうち、規則で定める職員

を除く。第20条の4第2項において「特定

管理職員」という。 ）にあっては100分の
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00分の57. 5」とし、特定任期付職員に

対する同項の規定の適用については、同項

中「100分の120」とあるのはI100 中「 100分の120」とあるのは「 100

1 分画,…‘…分の162． 5」 とする。

’4～6 （略）4～6 （略）
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定められているものに限り、刑事訴訟法

(昭和23年法律第131号)第6編に規定す

る略式手続によるものを除く．第3項に

おいて同じ。 ）をされ、その判決が確定し

ていない場合

(2） （略）

2 （略）

3 （略）

（1）一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となった行為に係る刑事事
こ

件に関し禁銅以上の刑に処せられなかつ

た場合．

（2） ． （3） （略）

4～6 （略）

(勤勉手当）

第20条の4勤勉手当は、 6月1日及び1

2月1日 （以下この条 にお

いてこれらの日を「基準日」という。 ）にそ

れぞれ在職する職員に対し、基準日以前6

箇月以内の期間におけるその者の勤務成

績に応じて、それぞれ基準日の属する月の

規則で定める日に支給する。これらの基準

日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職

員(規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。

2勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額に、市長

が別に定める基準に従って定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において､任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は､それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。

(1） 前項の職員のうち再任用職員

以外の職員当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日

現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において

定められているものに限り、刑事訴訟法

(昭和23年法律第131号)第6編に規定す

る略式手続によるものを除く。第3項に

おいて|司じ。 ）をされ、その判決が確定し

ていない場合

(2） （略） 。

紛
紛

佃
佃

２
３

（1）一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となった行為に係る刑事事

件に関し禁銅以上の刑に処せられなかつ

た場合

（2） ． （3） （略）

4～6 （略）

(勤勉手当）

第20条の4 勤勉手当は、 6月1日及び1

2月1日 （以下この項から第3項までにお

いてこれらの日を「基準日」という。 ）にそ

れぞれ在職する職員に対し､基準日以前6

箇月以内の期間における当該職員の勤務成

績に応じて、それぞれ基準日の属する月の

規則で定める日に支給する。これらの基準

日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職

員(規則で定める職員を除く。）についても、

同様とする。

2 勤勉手当の額は､勤勉手当基礎額に、市長

が別に定める基準に従って定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、任命

‐権者が支給する勤勉手当の額の、その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。

（1）前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日

現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において



同じ。 ）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に100分の95 （特

定管理職員にあっては、 100分のl l

同じc).において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に100分の95 (特

定管理職員にあっては、 100分の1 1 .-

5）を乗じて得た額の総額

（2）前項の職員のうち再任用職員

当該亘任用職員

の勤勉手当基礎額に100分の45

（特定管理職員にあっては、 100分の

55）を乗じて得た額の総額

3～5 （略）

5）を乗じて得た額の総額

（2）前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員当該 定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に100分の45

（特定管理職員にあっては、 100分の

55）を乗じて得た額の総額

3～5 （略） 。

Ｐ
』

第20条の5 （略）

2義務教育等教員特別手当の月額は、8， 0

00円を超えない範囲内で、職務の級及び

号給（再任用職員 にあっ

ては､職務の級）の別に応じて、規則で定め

る｡、

3～5 （略） ．

第20条の5 （略）

2義務教育等教員特別手当の月額は、 8， 0

00円を超えない範囲内で、職務の級及び

号給（

ては、 I

る。

3～5

職

定年前再任用短時間勤務職員にあっ

務の級）の別に応じて、規則で定め

(略）

（

第20条の6～第24条 （略）
!

第20条の6～第24条 （略）

附則 附則

l～l6 (略） 1～16 (略）

(新設） 17 当分の間､職員の給料月額は、当該職員が
4

60歳に達した日後における最初の4月1

日 （附則第21項において「特定日」とい グ

う。）以後、当該職員に適用される給料表の

給料月額のうち、当該職員の属する職務の

級及び当該職員の受ける号給1こ応じた額に
100分の70を乗じて得た額（当該額に、

50円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、 50円以上100円未満の端数が

生じたときはこれを100円に切り上げる

ものとする。 ） とする。

28 ！



■

29

(新設）

(新設）

(新設）

ｆ
」

l

戸
Ⅲ

18 附則第12項の規定により読み替えて適

用する附則第9項の規定による給料を支給

される職員又は附則第13項若しくは第1

4項の規定による給料を支給される職員に

対する前項の規定の適用については、同項

中「応じた額」とあるのは「応じた額と附則

第12項の規定により読み替えて適用する

附則第9項の規定による給料又は附則第1

3項若しくは第14項の規定による給料と

の合計額」とする。

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第1

7項又は第1 8項の規定の適用について

は、附則第17項中「）とする」とあるのは

｢）に､勤務時間条例第2条第2項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第

1項の規定により定められた勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする」とし、前

項中「合計額」とする」とあるのは「合計額

に、勤務時間条例第2条第2項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第1

項の規定により定められた勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額」とする」とする。

20附則第17項（附則第18項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む｡）の規定

は、次に掲げる職員には適用しない。

（1 ）臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員及び

非常勤職員

(2)医師及び歯科医師

（3）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和

59年千葉市条例第4号。以下この号及

び次号において「定年条例」という。 ）第

9条第1項又は第2項の規定により地方

公務員法第28条の2第1項に規定する

異動期間（定年条例第9条第1項又は第

2項の規定により延長された期間を含



む。）を延長された定年条例第6条に規定

する管理監督職を占める職員

（4）定年条例第4条第1項又は第2項の規
定により勤務している職員（定年条例第

2条に規定する定年退職日において附則

第171頁(附側鹿’8項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）の規定が

適用されていた職員を除く。 ）

(新設） 21 地方公務員法第28条の2第4項に規定

する他の職への降任等をされた職員であっ

て、当該他の職への降任等をされた日（以下

この項及び附則第23項において「異動日」

という。）の前日から引き続き同一の給料表

の適用を受ける職員のうち、特定日に附則

埜
畢

一
一

受けていた給料月額に100分の70を乗

じて得た額（当該額に、50円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、 50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれをﾄ

100円に切り上げるものとする。以下こ

の項において「基礎給料月額」という。 ）に

達しないこととなる職員（規則で定める職

附則第’7項の規定により当該職員の受け

る給料月額のほか、基礎給料月額と特定日

給料月額との差額に相当する額を給料とし

て支給する。

(新設） 22前項の規定による給料の額と当該給料を

支給される職員の受ける給料月額との合計

額が当該職員の属する職務の級における最

言の号緒の絆 合にr

前項の規定の適用については、同項中「基礎

給料月額と特定日給料月額」とあるのは「当

該職員の属する職務の級における最高の号

30



一

ａ
ｒ
ｌ

31

〕

(新設）

(新設）

(新設）

(新設）

給の給料月額と当該職員の受ける給料月

額」とする。

23異動日の前日から引き続き給料表の適用

を受ける職員（附則第17項の規定の適用

霊
一
は

ける職

る給料

員に限り、

を支給され

附則第21項の

る職員を除く。）

澤
一
電

って、同項の規定による給料を支給される

職員との権衡上必要があると認められる職

錘
睾

塑

一

藝

副

聖
一

支給する。

24附則第21項又は前項の規定による給料

一
一
部
三
一
する。

25地方公務員法第27条第2項に規定する

》

ける場合とする。

26附則第17項（附則第18項の規定によ

り読み替えて適

の項において同

用する場合

じ。）の規定

を含む。以下こ

の適用を受ける

一
一
一

より、附則

こととなる

第17項の

旨の通知を

窪
一
病

の適用を受

ものとする。

ける



夢

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

(1) ･ (2) (略）

2． 3 （略）

（千葉市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第10条第2条の規定による改正後の千葉市職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」と

いう｡）附則第17項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6

項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員（令和3年改正法附則第6条第1項又は第2

項の規定により採用された職員をいう。以下同じ｡）を除く。）の給料月額は、当該暫定再任用

職員が新給与条例第5条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下この条にお

いて同じ｡）であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の

定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、 当該暫定再任用職員の属す

る職務の級に応じた額とする。

3地方公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第1 1．0号。以下「育児休業法」とい

う｡）第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定

再任用職員（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む｡）

に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、勤務時間条例第2

条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」 とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、 当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用
、

■

旬、

Jこ

(新設）

別表第1

行政職給料表

別表第2

教育職給料表

別表第3

医療職給料表(1)

医療職給料表（2）

医療職給料表（3）

f

一
一
一
一
一
一
＄

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

く
く
く

別表第1

行政職給料表

別表第2

教育職給料表

別表第3

医療職給料表

医療職給料表

医療職給料表



､

短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料

表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、 当該暫定再任用短時間

勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第7条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職

員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条の4第

2項、第20条第3項及び第20条の4第2項第2号の規定を適用する。

6．暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第1

I

、

2条第2項第2号及び第15条第1項の規定を適用する。
●

〃

ロ

33



別衰第1

行政擬給料表

■

34

職員

の

区分

務
級

職
の

号給

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

○
口

も
一
千

月額

4級

姶哩

月頚

5級

●
料
頚

繧
一
員

6級

姶鍔

月頷

7級

給料

月額

8級

給料

月額

韮
錘
評
獅
轤

(賂）

円

(毛）

円

(路）

円

(輔）

弓

イ輻)

二二

（輔）

‐

(覇）

画

<堀)

一

一

睡

(雫）

唾
錘

且

”8］“

職員

の

区分

務
級

職
の

号給

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

5級

給料

月頚

6級

給料

月韻

7級

給"斗

月額

8級

鱒
顕

込
や
毎
局

雲
塞
唾
錘
幽
錘
裂
地
罐

(輔）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

『
Ｊ
ｊ

ｐ
ｔ

(賂）

月

(路）

弓

(毛〉

I

「
『

（電〉

塞
率
函
錘
幽
錘
量

睾
錘
唾
巴

1FBﾏ麺

〆

塞
鎚
壁

巴

邸.麺

塞
鎚
錘

巴

Z］5.皿

基至

趙茎’

且里

巴

"“蔀

雲
鎚
癩

巴

Z81.知

里
魁
堕

基
趙
且

巴

おウ卿

塞
建
壁

巴

J5J Fm

〃
睾
錘
賑

巴

apJS的



別表第2

教育職給料表

艶

幸

毎
一

可F

J．

職員

の

区分

務
級

職
の

△
口糸コヲ

に
菰

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

5級

給料

月額

垂
韮
函
垂
函
錘
勢
和
帳

(略）

円

）(略

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

垂
涯
函
垂
函
錘
貝

塞
纈

且壷

巴

227.50C

塞
繩

且通

巴

271.lOC

塞
榊

且塑

巴

298-1Ⅸ

基圭

趙魁

且塑

円

324.400

基茎

鎚
罐

円

405-200

職員

の

区分

務
級

職
の

〈
一
口

糸
．

ロ
弓

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月頷

4級

給料

月額

5級

給料

月頷

豆廷

里壁

員以

外の

職員

(毛）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

豆廷

思睡

豆

227.500 271－100 Z98.100 ］24.400 405-200



別表第3

ア医療職給料表(1)

全

イ医療職給料表(2)

色

､〆

do

職員

の

区分

務
級

職
の

［コリム

言祁口

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

垂
盤
勢
池
龍

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(賂）

誕
錘

貝

295-1m 341.6叩 〕80-7” 440.000

職員

の

区分

務
級

職
の

号給

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

*△
0j,ロ

月額

4級

給料

月額

蓉
一
墾
唾
墾
鯛
一
蝉
訟
地
癩

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

ﾉ

塞
潅
唾
墾
函
一
癖
一
員

蓉
一
錘

月額

円

29う.】00

壁
錘

且塑

巴

]q1.600

垂
鎚

且塑

円

380．700

基奎

鎚
壁

巴

a40OOO

龍
の
畦

務
級

職
・
の

号給

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

5級

給料

月額

6級

給料

月額

錘
趣
勢
和
龍

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(路）

職員

の

区分

職務

の級

号給

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

5級

給料

月額

6級

給料

月額

蓉
一
輌
一
蠅
壁
函
一
癖
一
勤
池
龍

(略）

円

(略）

円

(曙）

円

(略）

円

(略）

し

円

(略）

円

(略）



～

ウ医療職給料表(3)

I

/

司勺

コノ

職員

の

区分

務
級

職
の

にコャ△

弓叩ロ

1級

給料

月額

2級

給料

月額

3級

給料

月額

4級

給料

月額

5級

給料

P宕冑
月郎4

6級

給料

月額

蓉
一
垂
睡
逵
函
錘
蟄
池
龍

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(路）

円

(略）

円

(賂）

垂
歪
唾
墾
幽
霊
貝

塞
鑓

且塑

I

巴

178.和

基茎

錘
壁

巴

204.9伽

雲
一
錘

日舘

円

235.皿

基奎

趙盤l

且塑

巴

248.8Ⅸ

壁
鈍

且盟

円

266．900

基茎

錘
睡

円

281.200

職員

の

区分

務
級

職
の

△
ロ

ヤ
』
小

口
弓

1級

給料

月額

2級

f△･I'･『
,1,口￥皇f

月額

可と咽
ゾ"又

唾
．
頷

給
月

4級

斗
ｊ

４

刎

心
ロ

‐
ヤ
ー
部

日宜
J 』

5級

給料

月額

6級

給料

月額

詫
一
塾
劃
池
耀

(略）

円

(略）

円

(略）

円

(塔）

円

(略）

円

(略）

円

(路）

韮
錘

貝

】78．3叩 204.900 23う000 2ｺ5．800 256.900 281200
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新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の－部を改正する条例）
1

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正）

第3条千葉市職員退職手当支給条例（昭和24年千葉市条例第5号）の一部を次のように改正

する。

、

f

39

改正前 改正後

千葉市職員退職手当支給条例

(趣旨）

第1条この条例は､本市に勤務する職員(企

業職員（地方公営企業等の労働関係に関す

る法律(昭和27年法律第289号)第3条

第4号に規定する職員のうち地方公営企業

に勤務する職員をいう。以下同じ。 ）及び再

任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第

261号)第28条の4第1項､第28条の

5第1項又は第28条の6第1項若しくは

第2項の規定により採用された職員をい

う。以下同じ｡_）を除く。 ）の退職手当の額

その他退職手当の支給に関し必要な事項を

定めるものとする。

第1条の2 （略）

(退職手当の支給）

第2条この条例の規定による退職手当は、

第1条に規定する職員のうち常時勤務に服

することを要するものが退職した場合に、

その者（死亡による退職の場合Eあっては、

その遺族）に支給する。

2 前項に規定する第1条に規定する職員の
母

うち常時勤務に服することを要するもの以

外の職員のうち、前項に規定する第1条に

規定する職員のうち常時勤務に服すること

を要するもの（以下「職員」という。 ）につ

いて定められている勤務時間以上勤務した

日 （法令又は条例若しくはこれに基づく規

則により、勤務を要しないこととされ､又は

休暇を与えられた日を含む。

）が18日

千葉市職員退職手当支給条例

(趣旨）

第1条この条例は､本市に勤務する職員(企

業職員（地方公営企業等の労働関係に関す

る法律(昭和27年法律第289号)第3条

第4号に規定する職員のうち地方公営企業

に勤務する職員をいう。以下同じ。 ）及び定

年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第22条の

4第1項の規定により採用された職員をい
一

つ。

）を除く．。 ）の退職手当の額

その他退職手当の支給に関し必要な事項を

定めるものとする。

第1条の2 （略）

(退職手当の支給）

第2条この条例の規定による退職手当は、

第1条に規定する職員のうち常時勤務に服

することを要するものが退職した場合に、

その者（死亡による退職の場合には

その遺族）に支給する。

2 前項に規定する第1条に規定する職員の

うち常時勤務に服することを要するもの以

外の職員のうち、前項に規定する第1条に

規定する職員のうち常時勤務に服すること

を要するもの（以下「職員」という。 ）につ

いて定められている勤務時間以上勤務した

日 （法令又は条例若しくはこれに基づく規

則により、勤務を要しないこととされ､又は

休暇を与えられた日を含む。 第8条第2項

において「勤務日数lという㈲）が18日(1
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以上ある月が引き続

いて12月を超えるに至ったもので、その

超えるに至った日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているもの

(第7条の2及び第7条の2の2第1項に

おいて「継続して勤務する者」という。）は、

職員とみなして、この条例(第4条中1 1年

以上25年未満の期間勤続した者の通勤に

よる負傷又は病気（以下「傷病」 という。 ）

による退職及び死亡による退職に係る部分

以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又

は死亡による退職に係る部分並びに25年

以上勤続した者の通勤による傷病による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部

分を除く。 ）の規定を適用する。

3 ． 4 （略）

第2条の2．第3条 （略）

(11年以上25年未満勤続後の定年退職

等の場合の退職手当の基本額）

第4条 1 1年以上25年未満の期間勤続し

た者であって、次に掲げるものに対する退

職手当の基本額は､退職日給料月額に、その

者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じ

た割合を乗じて得た額の合計額とする。

（1）地方公務員法第28条の2第1項の規

定により退職した者（同法第28条の3

第1項の期限又は同条第2項の規定によ

り延長された期限の到来により退職した

月間の日数(千葉市の休日を定める条例(平

座元年条例第1号）第1条第1項各号に柊

げる日の日数は、算入しない。）が20日に

満たない日数の場合にあっては. 1R日力、

ら20日と当該日数との差に相当す為日獣

を減じた日数｡第8条第2項において｢職員

みなし日数」という。）.以上ある月が引き続

いて12月を超えるに至ったもので、そめ

超えるに至った日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているもの

(第7条の2及び第7条の2の2第1項に

おいて｢継続して勤務する者」という。 ）は、

職員とみなして、この条例（第4条中11年

以上25年未満の期間勤続した者の通勤に

よる負傷又は病気（以下「傷病」 という。 ）

による退職及び死亡による退職に係る部分

以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又

は死亡による退職に係る部分並びに25年

以上勤続した者の通勤による傷病による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部

分を除く。 ）の規定を適用する。ただし、地

方公務員法第22条の2第1項第1号に褐

げる職員については、 この限りでなし辿

3 ．4 （略）

第2条の2．第3条 （略）

(1 1年以上25年未満勤続後の定年退職

等の場合の退職手当の基本額）

第4条 1 1年以上25年未満の期間勤続し

た者であって、次に掲げるものに対する退

職手当の基本額は､退職日給料月額に、その

者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じ

た割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1)地方公務員法第28条の6第1 項の規

定により退職した者（同法第28条の7

第11項の期限又は同条第2項の規定によ

り延長された期限の至l1来により退職した
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者を含む｡ ）又はこれに準ずる他の法令の

規定により退職した者

（2）～（4） （略）

2 ． 3 （略）

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の

退職手当の基本額）

第5条次に掲げる者に対する退職手当の基

本額は､退職日給料月額に、その者の勤続期

間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗

じて得た額の合計額とする。

(1)25年以上勤続し､地方公務員法墓_2_a

条の2第1項の規定により退職した者

(同法第28条の3第1項の期限又は同

条第2項の規定により延長された期限の

到来により退職した者を含む｡）又はこれ

に準ずる他の法令の規定により退職した

者

（2）～（7） （略）

2前項の規定は、 25年以上勤続した者で、

通勤による傷病により退職し、死亡により

退職し、又は定年に達した日以後その者の

非違によることなく退職した者_(前項の規

定に該当する者を除く。）に対する退職手当

の基本額について準用する。

3 （略）

第5条の2 （略）

(定年前早期退職者に対する退職手当の基

本額に係る特例）

第5条の3第4条第1項第4号及び第5条

第1項（第1号及び第5号を除く。 ）に規定

する者のうち定年に達する日から6月前ま

でに退職した者であって、その勤続期間が

20年以上であり、かつ、その年齢が退職の

日において定められているその者に係る定

年から，5年を減じた年齢以上であるもの

に対する第4条第，項、第5条第1項及び

者を含む。）又はこれに準ずる他の法令の

規定により退職した者

（2）～（4） （略）

2 ． 3 ． （略）

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の

退職手当の基本額）

第5条次に掲げる者に対する退職手当の基

本額は､退職日給料月額に､その者の勤続期

間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗

じて得た額の合計額とする。

（1）25年以上勤続し､地方公務員法第28

条の6第1項の規定により退職した者

(同法里28条の7第1項の期限又は同

条第2項の規定により延長された期限の

到来により退職した者を含む｡）又はこれ

に準ずる他の法令の規定により退職した

者

（2）～（7） （略）

2前項の規定は、 25年以上勤続した者で、

通勤による傷病により退職し、死亡により

退職し、又は定年に達した日以後その者の

非違によることなく退職した者一(同項の規

定に該当する者を除く。）に対する退職手当

の基本額について準用する。

3 （略）

第5条の2 （略）

(定年前早期退職者に対する退職手当の基

本額に係る特例）

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条

第1項（第1号及び第5号を除く。 ）に規定

する者のうち定年に達する日から6月前ま

でに退職した者であって、その勤続期間が

20年以上であり、かつ、その年齢が退職の

日において定められているその者に係る定

年から20年を減じた年齢以上であるもの

に対す-る第4条第1項、第5条第1項及び
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前条第1項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

〔次の表〕 （略）

第5条の4～第6条の3 （略）

(退職手当の調整額）

第6条の4退職した者に対する退職手当の

調整額は､その者の基礎在職期間(第5条の

2第2項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ｡ ）の初日の属する月からその者の

基礎在職期間の末日の属する月までの各月

(地方公務員法第27条及び第28条の規

定による休職･(公務上の傷病による休職及

び通勤による傷病による休職を除く。） 、同

法第29条の規定による停職、教育公務員

特例法(昭和24年法律第1号)第26条第

1項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事

することを要しない期間のある月 （現実に

職務に従事することを要する日のあった月

を除く。以下 「休職月等」と

いう。 ）のうち規則で定めるものを除く。 ）

ごとに当該各月にその者が属していた次の

各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号

に定める額（以下

｢調整月額」という。 ）のうちその額が最

も多いものから順次その順位を付し、その

第1順位から第60順位までの調整月額

(当該各月の月数が60月に満たない場合

には、当該各月の調整月額)を合計した額と

する ◎

（1）～（8） （略）

2～5 （略）

第6条の5 （略）

(勤続期間の計算）

前条第1項の規定の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

〔次の表〕 （略）

第5条の4～第6条の3 （略）

(退職手当の調整額）

第6条の4退職した者に対する退職手当の

調整額は､その者の基礎在職期間（第5条の

2第2項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ｡）の初日の属する月からその者の

基礎在職期間の末日の属する月までの各月

’ （地方公務員法第27条及び第28条の規

定による休職（公務上の傷病による休職及

び通勤による傷病による休職を除く。 ） 、同

法第29条の規定による停職、教育公務員

特例法(昭和24年法律第1号)第26条第

1項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事

することを要しない期間のある月 （現実に

職務に従事することを要する日のあった月

を除く。第7条第4項において「休職月等」

という。）のうち規則で定めるものを除く。）

ごとに当該各月にその者が属していた次の

各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号

に定める額（以下この項及び第5項におい

て「調整月額」という。 ）のうちその額が最

も多いものから順次その順位を付し、その

第1順位から第60順位までの調整月額

(当該各月の月数が60月に満たない場合

には、当該各月の調整月額）を合計した額と

する 0

(1)～(8) (略）

2～5 （略）

第6条の5 （略）

(勤続期間の計算）
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第7条退職手当の算定の基礎となる勤続期

問の計算は、職員としての引き続いた在職

期間による。

2～4 （略）

5 第1項に規定する職員としての引き続い

た在職期間には、次の各号に定める期間を

通算する。

(1) (略）

（2）国家公務員(国家公務員退職手当法(昭

和28年法律第182号)第2条に規定す

る者をいう。以下同じ。 ）、職員以外の地方

公務員(企業職員を除く。以下同じ｡ ）又は国

立大学法人等(国立大学法人法(平成15年

法律第112号)第2条第1項に規定する

国立大学法人及び同条第3項に規定する大

学共同利用機関法人をいう。以下同じ。 ）の

職員が引き続いて千葉市教育職員の退職年

金及び退職一時金に関する条例(昭和35

年千葉市条例第6号)第2条第1項に規定

する教育職員(以下「教育職員」という。 ）と

なった場合(教育職員となった者が引き続

いて教育職員以外の職員となった場合を含

む。 ）においては、当該教育職員としての在

職期間(教育職員となった者が引き続いて

教育職員以外の職員となった場合における

在職期間を含む。 ）に接続する国家公務員、

職員以外の地方公務員又は国立大学法人等

の職員としての在職期間(第17条第2項

の規定により退職手当の支給を受けないで

国家公務員、職員以外の地方公務員又は国

立大学法人等の職員となり再び教育職員と

なった場合においては、前の職員としての

在職期間を含む。 ）。ただし、その者が通算

される勤続期間について、国、他の地方公共

団体若しくは国立大学法人等からこの条例

による退職手当に相当する給与を受けてい

るとき、又は他の地方公共団体若しくは国

立大学法人等が本市と同様の措置を講じて

いない場合は、 この限りでない。

第7条退職手当の算定の基礎となる勤続期

間の計算は、職員としての引き続いた在職

期間による。

2～4 （略）

5 第1項に規定する職員としての引き続い

た在職期間には、次の各号に定める期間を

通算する。

(1) (略）

（2）国家公務員(国家公務員退職手当法(昭

和28年法律第182号)第2条に規定す

る者をいう。以下同じ。 ）、職員以外の地方

公務員(企業職員を除く。以下同じ｡）又は国

立大学法人等(国立大学法人法(平成15年

法律第1 12号)第2条第1項に規定する

国立大学法人及び同条第3項に規定する大

学共同利用機関法人をいう。以下同じ。 ）の

職員が引き続いて千葉市教育職員の給与等

の特別措置に関する条例(昭和46年千葉

市条例第73号)第2条 に規定

する教育職員(以下「教育職員」という。 ）と

なった場合(教育職員となった者が引き続

いて教育職員以外の職員となった場合を含

む。 ）においては、当該教育職員としての在

職期間(教育職員となった者が引き続いて

，教育職員以外の職員となった場合における

在職期間を含む。 ）に接続する国家公務員、

職員以外の地方公務員又は国立大学法人等

の職員としての在職期間(第17条第2項

の規定により退職手当の支給を受けないで

国家公務員、職員以外の地方公務員又は国

立大学法人等の職員となり再び教育職員と

なった場合においては、前の職員としての

在職期間を含む。 ）。ただし、その者が通算

される勤続期間について、国、他の地方公共

団体若しくは国立大学法人等からこの条例

による退職手当に相当する給与を受けてい

るとき、又は他の地方公共団体若しくは国

立大学法人等が本市と同様の措置を講じて

いない場合は、 この限りでない。
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(3） （4） （略）

6～8． （略）

第7条の2 ．第7条の2の2 （略）

(定年前に退職する意思を有する職員の募

集等）

第7条の2の3任命権者は、定年前に退職

する意思を有する職員の募集であって、次

に掲げるものを行うこと､ができる。

（1）職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的とし、定年から15年を減じた年

齢以上の年齢である職員を対象として行

う募集

(2） （略）

2～15 (略）

第7条の3 （略） ．

(失業者の退職手当）

第8条 （略）

「

2前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該勤

続期間に係る職員となった日前に職員又は

職員以外の者で職員について定められてい

》
坐
一

一
軒
一
た日を含む。 ）が_］8日 以上ある月

が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以
へ

内の期間を定めて雇用され､又は季節的に4

箇月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超

えて勤務したものに限る。 ）であった者(以

下この項において「職員等」 という。 ）であ

ったことがあるものについては、 当該職員

等であった期間を含むものとし、 当該勤続

期間又は当該職員等であった期間に次の各

号に掲げる期間が含まれているときは、 当

(3） （4） （略）

6～8 （略）

第7条の2 ．第7条の2の2 （略）

(定年前に退職する意思を有する職員の募

集等）

第7条の2の3 任命権者は、定年前に退職

する意思を有する職員の募集であって、次

に掲げるものを行うことができる。

（1）職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的とし、定年から20年を減じた年

齢以上の年齢である職員を対象として行

う募集

／n、

（略）I≦ノ

2～15 （略）

第7条の3 （略）

(失業者の退職手当）

第8条 （略）

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての

勤続期間をいう。この場合において、当該勤

続期間に係る職員となった日前に職員又は

職員以外の者で勤務日数一

が職員みなし日数以上ある月

が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以

内の期間を定めて雇用され､又は季節的に4

箇月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超

えて勤務したものに限る。 ）であった者(以

下この項において「職員等」 という。 ）であ

ったことがあるものについては、当該職員

等であった期間を含むものとし、 当該勤続

期間又は当該職員等であった期間に次の各

号に掲げる期間が含まれているときは、 当
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該各号に掲げる期間に該当する全ての期間

を除く。 ＝

(1) ･ (2) (略）

3 （略）

4第1項及び前項の規定による退職手当の

支給に係る退職が定年に達したことその他

の市長が別に定める理由によるものである

職員が、当該退職後一定の期間求職の申込

みをしないことを希望する場合において、

市長が別に定めるところにより、市長にそ

の旨を申し出たときは､第1項中「当該各号

に定める期間」とあるのは「当該各号に定め

る期間と、求職の申込みをしないことを希

望する一定の期間（1年を限度とする。 ）に

相当する期間を合算した期間（当該求職の

申込みをしないことを希望する一定の期間

内に求職の申込みをしたときは、当該各号

に定める期間に当該退職の日の翌日から当

該求職の申込みをした日の前日までの期間

に相当する期間を加算した期間） 」と、 「当

該期間内」 とあるのは「当該合算した期間

内」と、前項中「支給期間」 とあるのは「第

4項において読み替えられた第1項に規定

する支給期間」とする。

5～10 (略）

ll 第1項、第3項及び第5項から前項まで

に定めるもののほか、第1項又は第3項の

規定による退職手当の支給を受けることが

該各号に掲げる期間に該当する全ての期間

を除く。

（1） ． （2） （略）

3 （略）

4 第1項及び前項の規定による退職手当の

支給に係る退職が定年に達したことその他

の市長が別に定める理由によるものである

職員が当該退唾後一定の期間求職の申込

みをしないことを希望する場合において、

市長が別に定めるところにより、市長にそ

の旨を申し出たときは､第1項中I当該各号

に定める期間」とあるのは「当該各号に定め

る期間と、求職の申込みをしないことを希

望する一定の期間（1年を限度とする。 ）に

‘ 相当する期間を合算した期間（当該求職の

申込みをしないことを希望する一定の期間

内に求職の申込みをしたときは、当該各号

一

一
圭
司
一
三
》

当
間
当
間
第
定

恥
和
乙
唾
唖
舜

ら
期
ｒ
期
ｒ
規

誕
吹
癖
叱
銅
澤

州
》
》
岬
碑

当
を
を
る
－
み

定
求
相
期
ｊ
項
る

州
唖
榊
祉
轆
諏
鋤

め
職
当
間
と
に
支

に
み
間
あ
中
読

に
該
に
該
内
４
す

い。

5～10 (略）

ll 第1項、第3項及び第5項から前項まで

に定めるもののほか、第1項又は第3項の

規定による退職手当の支給を受けることが
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､

できる者で次の各号の規定に該当するもの

に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金

額を、退職手当として、雇用保険法の規定に

よる技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就

業促進手当、移転費又は求職活動支援費の

支給の条件に従い支給する。

(1)～(4) (略）

（5） 公共職業安定所､職業安定法第4条第

8項に規定する特定地方公共団体若しくは

同法第18条の2に規定する職業紹介事業

者の紹介した職業に就くため、又は市長が

雇用保険法の規定の例によ’り指示した同法

第58条第1項に規定する公共職業訓練等

を受けるため、その住所又は居所を変更す

る者同条第2項に規定する移転費の額に

相当する金額

(12)～(17) (略）

第9条～第10条 （略）

(退職手当の支払の差止め）

第1 1条退職をした者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、 当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を差し止める処分を行うものとする。

（1）職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に
こ

係る犯罪について禁銅以上の刑が定めら

れているものに限り、刑事訴訟法(昭和2

3年法律第131号）第6編に規定する

略式手続によるものを除く。以下同じ。 ）

をされた場合において、その判決の確定

前に退職をしたとき。

(2） （略）

2～4 （略）

5第1項又は第2項の規定による支払差止

処分を行った退職手当管理機関は、次の各

号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さ

できる者で次の各号の規定に該当するもα

に対しては、それぞれ当該各号に掲げる金

額を、退職手当として､雇用保険法の規定に

よる技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就

業促進手当、移転費又は求職活動支援費の

支給の条件に従い支給する。

（1）～（4） （略）

（5） 公共職業安定所､職業安定法第4条第

9項に規定する特定地方公共団体若しくは

同法第18条の2に規定する職業紹介事業

｛者の紹介した職業に就くため、又は市長が

雇用保険法の規定の例により指示した同法

第58条第1項に規定する公共職業訓練等

を受けるため、その住所又は居所を変更す

る者同条第2項に規定する移転費の額に

相当する金額

(12)～(17) (略）

第9条～第10条 （略）

(退職手当の支払の差1kめ）

第11条退職をした者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を差し止める処分を行うものとする。

（1）職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に

係る犯罪について禁銅以上の刑が定めら

れているものに限り、刑事訴訟法（昭和2

3年法律第131号）第6編に規定する

略式手続によるものを除く。以下同じ。 ）

をされた場合において、その判決の確定

前に退職をしたとき。

(2） （略）

2～4 （略）

5 第1項又は第2項の規定による支払差止

処分を行った退職手当管理機関は、次の各

号のいずれかに該当するに至った場合に

は、速やかに当該支払差止処分を取り消さ
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なければならない｡ただし､第3号に該当す

る場合において、 当該支払差止処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。

(1） （略）

（2）当該支払差止処分を受けた者について、

当該支払差止処分の理由となった起訴又

は行為に係る刑事事件につき、判決が確
こ

定した場合（禁銅以上の刑に処せられた

場合及び無罪の判決が確定した場合を除

く。）又は公訴を提起しない処分があった

場合であって、次条第1項の規定による

処分を受けることなく、 当該判決が確定

した日又は当該公訴を提起しない処分が

あった日から6月を経過した場合

(3） （略）

6～10 （略）

『

こ

(退職後禁銅以上の刑に処せられた場合等

の退職手当の支給制限）

第12条退職をした者に対しまだ当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者(第1号又

は第2号に該当する場合において、当該退

職をした者が死亡したときは、 当該一般の

退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者)に対し、第10条第1項に規定する

事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案

して、 当該一般の退職手当等の全部又は一

部を支給しないこととする処分を行うこと

ができる。

（1）当該退職をした者が刑事事件（当該退職

後に起訴をされた場合にあっては、基礎

なければならない。ただし、第3号に該当す

る場合において、 当該支払差止処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。

(1） （略）

（2）当該支払差止処分を受けた者について、

当該支払差止処分の理由となった起訴又

は行為に係る刑事事件につき、判決が確

定した場合（禁銅以上の刑に処せられた

場合及び無罪の判決が確定した場合を除

く。）又は公訴を提起しない処分があった

場合であって、次条第1項の規定による

処分を受けることなく、当該判決が確定
′

した日又は当該公訴を提起しない処分が

あった日から6月を経過した場合

(3） （略）

6～10 （略）

(退職後禁銅以上の刑に処せられた場合等

の退職手当の支給制限）

第12条退職をした者に対しまだ当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払われて

いない場合において、次の各号のいずれか

に該当するときは、 当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者(第1号又

は第2号に該当する場合において、当該退

職をした者が死亡したときは、当該一般の

退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者)に対し、第10条第1項に規定する

事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案

して、当該一般の退職手当等の全部又は一

部を支給しないこととする処分を行うこと

ができる。

（1）当該退職をした者が刑事事件（当該退職

後に起訴をされた場合にあっては、基礎
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く

在職期間中の行為に係る刑事事件に限
こ

る。 ）に関し当該退職後に禁鋼以上の刑に

処せられたとき。

（2） 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し地

方公務員法第29条第3項の規定による

懲戒免職処分（以下｢再任用職員に対する

免職処分

受けたとき。

」という。 ）を

（3）当該退職手当管理機関が、当該退職をし

た者（再任用職員に対する免職処分

の対象となる者を除く。 ）に

ついて、 当該退職後に当該一般の退職手

当等の額の算定あ基礎となる職員として
の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたと

き
0

2～6 （略）

(退職をした者の退職手当の返納）

第13条退職をした者に対し当該退職に係

る一般の退職手当等の額が支払われた後に

おいて、次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職をした者に対し、第10条第1項

に規定する事情のほか、 当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなければ第

8条第3項、第6項又は第8項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができた者

(次条及び第15条において「失業手当受

給可能者」という。 ）であった場合にあって

は、これらの規定により算出される金額(次

条及び第15条において「失業者退職手当

額」 という。 ）を除く。 ）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる。

在職期間中の行為に係る刑事事件に限

る。）に関し当該退職後に禁銅以上の刑に

処せられたとき。

（2） 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し地

方公務員法第29条第3項の規定による

懲戒免職処分(以下｢定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分」という。 ）を

受けたとき。

（3）当該退職手当管理機関が、当該退職をし

た者（定年前再任用短時間勤務職員に対

する免職処公の対象となる者を除く。 ）に

ついて、当該退職後に当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたと

き 0

2～6 （略）

(退職をした者の退職手当の返納）

第13条退職をした者に対し当該退職に係

る一般の退職手当等の額が支払われた後に

おいて、次の各号のいずれかに該当すると

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職をした者に対し、第10条第1項

に規定する事情のほか、当該退職をした者

の生計の状況を勘案して、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなければ第

8条第3項、第6項又は第8項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができた者

(次条及び第15条において「失業手当受

給可能者」という。 ）であった場合には

､これらの規定により算出される金額(次

条及び第15条において「失業者退職手当

額」 という。 ）を除く。 ）の全部又は一部の

返納を命ずる処分を行うことができる。
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（1） 当該退職をした者が基礎在職期間中の
こ

行為に係る刑事事件に関し禁銅以上の刑

に処せられたとき。

（2） 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し皇

任用職員に対する免職処分

を受けたとき。

（3）当該退職手当管理機関が、当該退職をし

た者. (再任用職員に対する免職処分

の対象となる職員を除く。 ）

について、 当該一般の退職手当等の額の

-算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認めたとき。

2～6 （略）

第14条 （略）

(退職手当受給者の相続人からの退職手当

相当額の納付）

第15条退職をした者（死亡による退職の

場合には､その遺族)に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、 当該一般の退職手当等の額の支払を

受けた者(以下この条において「退職手当の

受給者」という。 ）が当該退職の日から6月

以内に第13条第1項又は前条第1項の規

定による処分を受けることなく死亡した場

合（次項から第5項までに規定する場合を

除く。 ）において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、 当該退職手当の受給者の相続

人（包括受道者を含む｡以下この条において

同じ 。 ）に対し、当該退職の

日から6月以内に、 当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎とな

る職員としての引き続いた在職期間中に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたこと

を疑うに足りる相当な理由がある旨の通知

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し禁銅以上の刑

に処せられたとき。

（2） 当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し定

年前再任用短時間勤務職員に対する免職

処分を受けたとき。

（3）当該退職手当管理機関が、当該退職をし

た者（定年前再任用短時間勤務職員に対

する免職処分の対象となる職員を除く。 ）

､ について、当該一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認めたとき。

2～6 （略）

第14条 （略）

(退職手当受給者の相続人からの退職手当

相当額の納付）

第15条退職をした者（死亡による退職の

場合には､その遺族)に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、当該一般の退職手当等の額の支払を

受けた者(以下この条において「退職手当の

受給者」という。 ）が当該退職の日から6月

以内に第13条第1項又は前条第1項の規

定による処分を受けることなく死亡した場

合（次項から第5項までに規定する場合を

除く。 ）において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続

人(包括受遺者を含む｡以下この項から第6

項までにおいて同じ。 ）に対し、当該退職の

日から6月以内に、当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎とな

る職員としての引き続いた在職期間中に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたこと

を疑うに足りる相当な理由がある旨の通知
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をしたときは、当該退職手当管理機関は、当

該通知が当該相続人に到達した日から6月

以内に限り、当該相続人に対し、当該退職を

した者が当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合にあ

っては､失業者退職手当額を除く｡ )の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

2退職手当の受給者が、当該退職の日から

6月以内に第13条第5項又は前条第3項

において準用する行政手続条例第15条第

1項の規定による通知を受けた場合におい

て、第13条第1項又は前条第1項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

(次項から第5項までに規定する場合を除

く。 ）は、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

6月以内に限り、当該退職手当の受給者の

相続人に対し、 当該退職をした者が当該退

職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、 当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であった場合にあって

は、失業者退職手当額を除く。 ）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。

3退職手当の受給者(遺族を除く。以下この

項から第5項までにおいて同じ。 ）が、当該

退職の日から6月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合（第1 1条第1項第1号に該当する場合

を含む。次項において同じ。 ）において、当

該刑事事件につき判決が確定することな

をしたときは、当該退職手当管理機関は、当

該通知が当該相続人に到達した日から6月

以内に限り、当該相続人に対し、当該退職を

した者が当該一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として、 当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であった場合に
は
一 、失業者退職手当額を除く。 ）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から

6月以内に第13条第5項又は前条第3項

において準用する行政手続条例第15条第

1項の規定による通知を受けた場合におい

て、第13条第1項又は前条第1項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

(次項から第5項までに規定する場合を除

く。 ）は、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から

6月以内に限り、 当該退職手当の受給者の

相続人に対し、当該退職をした者が当該退

職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をし

たと認められることを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であった場合には

、失業者退職手当額を除く。）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる｡

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この

項から第5項までにおいて同じ。 ）が、当該

退職の日から6月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場

合（第1 1条第1項第1号に該当する場合

を含む。次項において同じ｡．）において、当

該刑事事件につき判決が確定することな
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く、かつ、第13条第1項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは、 当該退

職に係る退職手当管理機関は、 当該退職手

当の受給者の死亡の日から6月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認められる

ことを理由として、 当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当受給可

能者であった場合にあっては、失業者退職

手当額を除く。 ）の全部又は一部に相当~す~る

額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。

4 退職手当の受給者が、 当該退職の日から

6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、
こ

当該刑事事件に関し禁銅以上の刑に処せら

れた後おいて第13条第1項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から6月以内

に限り、 当該退職手当の受給者の相続人に

対し、当該退職をした者が当該刑事事件に
こ

関し禁銅以上の刑に処せられたことを理由

として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった

場合にあっては、失業者退職手当額を除

く。）の全部又は一部に相当する額の納付を

命ずる処分を行うことができる。

5退職手当の受給者が、 当該退職の日から

6月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し再任用職

員に対する免職処分 を受

けた場合において、第13条第1項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

<、かつ､第13条第1項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、 当該退職手

当の受給者の死亡の日から6月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該退職に係る一般の

退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認められる

ことを理由として、 当該一般の退職手当等

の額（当該退職をした者が失業手当受給可

能者であった場合には 、失業者退職

手当額を除く。）の全部又は一部に相当する

額の納付を命ずる処分を行うことができ

る ◎

4退職手当の受給者が、当該退職の日から

6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、

当該刑事事件に関し茎型以上の刑に処せら

れた後において第13条第1項の規定によ

る処分を受けることなく死亡したときは、

当該退職に係る退職手当管理機関は、 当該

退職手当の受給者の死亡の日から6月以内

に限り、 当該退職手当の受給者の相続人に

対し、当該退職をした者が当該刑事事件に

関し禁銅以上の刑に処せられたことを理由

として、当該一般の退職手当等の額(当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった

場合には 、失業者退職手当額を除

く。 ）の全部又は一部に相当する額の納付を

命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から

6月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処辻を受

けた場合において、第13条第1項の規定

による処分を受けることなく死亡したとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、
、I′
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該退職手当の受給者の死亡の日から6月以

内に限り、 当該退職手当の受給者の相続人

に対し、 当該退職をした者が当該行為に関

し蕊任用職員に対する免職処分

を受けたことを理由とじて、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であった場合にあって
＼

は 、失業者退職子当額を除く｡ ）の全部
又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

6～8 （略）

第16条～第18条 （略）

附則

1‘ （略）

2 平成16年3月31日に在職する職員

(同日に水道局の職員、第7条第5項第4号

に規定する職員以外の地方公務員等又は千

葉市公益法人等への職員の派遣等に関する

条例(平成13年千葉市条例第45号)第1

8条第1項に規定する特定法人役職員(以

下「水道局の職員等」という。 ）として在職

する者のうち、同日前に職員から引き続い

て水道局の職員等となった者を含む。以下

この項において同じ。 ）で、同日後引き続き

職員として在職した後第3条第1項又は第

4条の規定に該当する退職をしたもの(定

年に達することにより退職した者(定年に

達した者で、地方公務員法第28条の3の

規定による引き続き勤務した後退職したも

のを含む｡）に限る。）に対する退職手当の基

本額は、当分の間、第3条第1項及び第4条

の規定にかかわらず、第5条の規定の例に

より計算して得られた額とする。

（略）
旬

｡

4 第3条から第5条まで又は附則第2項の

規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期

間が35年以下である者に対する退職手当

該退職手当の受給者の死亡の日から6月以

内に限り、 当該退職手当の受給者の相続人

に対し、 当該退職をした者が当該行為に関

し定年前再任用短時間勤務職員に対する免

職処分を受けたことを理由として、 当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であった場合には

、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。

6～8 （略）

第16条～第1 8条 （略）

附則

1 （略）

2 平成16年3月31日に在職する職員

(同日に水道局の職員、第7条第5項第4号

に規定する職員以外の地方公務員等又は千

葉市公益法人等への職員の派遣等に関する

条例(平成13年千葉市条例第45号)第1

8条第1項に規定する特定法人役職員(以

下「水道局の職員等」 という。 ）として在職

する者のうち、同日前に職員から引き続い

て水道局の職員等となった者を含む。以下

この項において同じ。 ）で、同日後引き続き

職員として在職した後第3条第1項又は第

4条の規定に該当する退職をしたもの(定

年に達することにより退職した者(定年に

達した者で、地方公務員法第28条の7の

規定による引き続き勤務した後退職したも

のを含む｡）に限る。 ）に対する退職手当の基

本額は、当分の間、第3条第1項及び第4条

の規定にかかわらず、第5条の規定の例に

より．計算して得られた額とする。

3 （略）

4 第3条から第5条まで又は附則第2項の

規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期

間が35年以下である者に対する退職手当
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の基本額は、第3条から第5条の3まで及

び附則第2項の規定にかかわらず、 当分の

間、第3条から第5条の3まで及び附則第

2項

の規定により計算した額にそれぞれ1

00分の83． 7を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第6条の5第1項中「前

条」 とあるのは、 「前条並びに附則第4項」

ルすス
ー′四0

5 第3条第1項の規定に該当する退職を

し、かつ、その勤続期間が36年以上42年

以下である者に対する退職手当の基本額

は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同

項又は第5条の2 の規定

により計算した額に前項に定める割合を乗

じて得た額とする。 ‐

6第5条の規定 に該当す

る退職をし､かつ、その勤続期間が35年を

超える者に対する退職手当の基本額は、同

条及び第5条の3 の規定

にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間

を35年として附則第4項の規定の例によ

り計算して得られた額とする‘。

7～13 (略）

14平成34年3月31日以前に退職した職

員に対する第8条第10項の規定の適用に

ついては、同項中「第28条まで」とあるの

は「第28条まで及び附則第5条」と、同項

第2号中「イ雇用保険法第22条第2項

に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条

の2第1項第2号に掲げる者に相当する者

として市長が別に定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業安定法

第4条第4項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ雇用保険法第2'2条第2項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難

の基本額は、第3条から第5条の3まで及

び附則第2項の規定にかかわらず、 当分の

間、第3条から第5条の3まで並びに附則

第2項及び附則第15項から附則第23項

までの規定により計算した額にそれぞれ1

00分の83. 7を乗じて得た額とする。こ

の場合において、第6条の5第1項中「前

条」 とあるのは、 「前条並びに附則第4項」

とする。

5 第3条第1項の規定に該当する退職を

し、かつ、その勤続期間が36年以上42年

以下である者に対する退職手当の基本額

は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同

項又は第5条の2及び附則第18項の規定

により計算した額に前項に定める割合を乗

じて得た額とする。

6 第5条又は附則第16項の規定に該当す

る退職をし､かつ､その勤続期間が35年を

超える者に対する退職手当の基本額は、同

条又は第5条の3及び附則第16項の規定

にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間

を35年として附則第4項の規定の例によ

り計算して得られた額とする。

7～13 (略）

14金和7年3月31旦以前に退職した職

員に対する第8条第10項の規定の適用に

ついては、同項中「第28条まで」とあるの

は「第28条まで及び附則第5条」と、同項

第2号中「イ雇用保険法第22条第2項

に規定する厚生労働省令で定める理由によ

り就職が困難な者であって、同法第24条

の2第1項第2号に掲げる者に相当する者

として市長が別に定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業安定法

第4条第4項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ雇用保険法第22条第2項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困難



子

、

､
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な者であって、同法第24条の2第1項第

2号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、市長が同項に

規定する指導基準に照らして再就職を促進

するために必要な職業安定法第4条第4項

に規定する職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの

ウ特定退職者であって、雇用保険法附則第

5条第1項に規定する地域内に居住し、か

つ、市長が同法第24条の2第1項に規定

する指導基準に照らして再就職を促進する

ために必要な職業安定法第4条第4項に規

定する職業指導を行うことが適当であると

認めたもの（アに掲げる者を除く。 ）

」 とする。

(新設）

(新設）

(新設）

〈

な者であって、同法第24条の2第1項第

2号に掲げる者に相当する者として市長が

別に定める者に該当し、かつ、
、

規定する指導基準に照らして

市長が同項に

再就職を促進

するために必要な職業安定法第4条第4項

に規定す-る職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの

ウ特定退職者であって、雇用保険法附則第

5条第1項に規定する地域内に居住し、か

つ、市長が同法第24条の2第1項に規定

する指導基準に照らして再就職を促進する

ために必要な職業安定法第4条第4項に規

定する職業指導を行うことが適当であると

認めたもの（アに掲げる者を除く。 ）

」 とする』

15 当分の間､第4条第1項の規定は、 1 1年

一
瑁
‐
一
壺
壬
第5条又は附則第15項」とする。

16 当分の間､第5条第1項の規定は、25年

以上の期間勤続した者であって、 60歳に

達した日以後その者の非違によることなく

退職した者（定年の定めのない職を退職し

た者及び同項又は同条第2項の規定に該当

する者を除く。）に対する退職手当の基本額

について準用する。この場合における第3

一
》
則第16項」 とする。

17前2項の規定は、医師及び歯科医師が退

職l"た場合に寺給すみ恨時手当の基本顕I=



‐
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(新設）

(新設）

１

Ｌ
Ｊ
、

(新設） ，

ついては適用しない。

18千葉市職員の給与に関する条例附則第1

7項（同条例附則第18項の規定により読

み替えて適用する場合を含む｡）の規定によ

鐸
一
諾

額の改定は、第5条の

給料月額の減額改定に

る職員の給料月

る。

輻
一
画

1項に規定

しないもの

個
室
一
一
一
一
’
一
一
一
》
その者の年齢との差に相当する年数1年に

つき」とする。

2O 当分の間、第4条第1項第4号並びに第

5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲

げる者（次の表の左欄に掲げる者であって、

退職の日において定められているその者に

げる年

る者を

右欄に掲

則で定め

の
規

表
ｌ

同
Ｊ

れ
る

がそれぞ

る者に限

係る定年

齢を超え

除く。）に対する第5条の3及び第6条の3

の規定の適用については、第5条の3本文

中「6月l とあるのは「零月lと‐同条の表
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(新設）

(新設）

ノ

》
一
一
Ｅ
一
一

一
一
一

と退職の日におけるその者の年齢

相当する年数が1年である職員

との差に

にあって

は、 100分の2)」とあるのは「100分

の3」とする。

歳
歳

５
０

６
６

21 当分の間、第4条第1項第4号及び第5

22

如
一
一
一
Ｆ
一
一
一
一
に掲げる字句とする。

当分

号に掲

の間、第5条第1項第2号及

げる者であって附則第20項

４
の

第
表

び
の

左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に掲

げる年齢に達する日前に退職したときにお

一
一
》
一
一
睡
6条の2第1号の項及び第6条の2第2号

の項中「100分の3(退職の日において定

められているその者に係る定年と退職の日

における子の者の迂齢ノーの菫I=相当才Z,住

医師亜ぴ歯科疾師

上記以外の宕



▲

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

（ 1 ）第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項にただし書を加える改正規定、第8条

第4項の改正規定（｢、当該退職」を「当該退職」に改める部分を除く。）及び附則第14項の改

正規定並びに附則第9条及び附則第1 1条第2項の規定公布の日

（2）第3条中千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項（『含むc』の次に「第8条第2項におい

て「勤務日数」 という｡」を加える部分及び「 ’ 8日」の次にf( 1月間の日数（千葉市の休日を

定める条例（平成元年条例第1号）第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない｡）が2

57

(新設）

ﾉ

数が1年である職員にあっては、 100分

の2）」とあるのは「附則第20項の表の左

欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に褐

げる年齢と退職の日におけるその者の年齢

との差に相当する年数に100分の3を乗

じて得た割合を退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数で除

して得た割合」 とする。

23 当分の間、第5条第1項第2号及び第4

号に掲げる者であって附則第20項の表の

左欄に掲げる者がそれぞれ同表の右欄に褐

げる年齢に達した日以後に退職したときに

おIﾅる第5条の3及び第6条の3の規定の

適用については、第5条の3の表第4条第

1項及び第5条第1項の項、第5条の2第

1項第1号の項及び第5条の2第1項第2

号の項並びに第6条の3の表第6条の項、

第6条の2第1号の項及び第6条の2第2

号の項中「100分の3(退職の日において

定められているその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する

年数が1年である職員にあっては、 100

分の2)」とあるのは「100分の2を退職

の日において定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者の年齢との

差に相当する年数で除して得た割合」とす

る。



0日に満たない日数の場合にあっては、 18日から20日と当該日数との差に相当する日数を

減じた日数。第8条第2項において「職員みなし日数」 という。)」を加える部分に限る｡）、第8
条第2項及び第l l項第5号の改正規定令和4年10月1日

2第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第4項（｢、当該退職」を｢当
該退職」に改める部分を除く。） ､及び附則第1 1条第2項の規定は、令和4年7月1日から適用
する。

3 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第2条第2項及び第8条第2項の

規定は､令和4年10月】日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算
について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

丑

身

1

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

第1 1条暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第1条

に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

2 第3条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例第8条第4項の規定（｢、当該退職」

を「当該退職」に改める部分を除く。）は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員
その他これに準ずるものとして同項の市長が別に定める職員に該当するに至った者について適
用する。

（地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正）

第23条地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元
年千葉市条例第31号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「(以下「新条例」 という｡)」を削る。

附則第3項中「新条例第2条第1項」を「千葉市職員退職手当支給条例第2条第1項｣に、 「新

条例第1条」を「同条例第1条」に改め、 「1. 8日」の次に「（1月間の日数（千葉市の休日を定

める条例（平成元年条例第1_号）第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない｡）が20

日に満たない日数の場合にあっては、 18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減

じた日数｡）を加え､ ｢新条例第2条第2項｣を｢同条例第2条第2項｣に､ ｢新条例の規定｣を
「同条例の規定」に、噺条例第3条」を「同条例第3条」に改める。

附則第4項中「新条例」を.｢千葉市職員退職手当支給条例」に改める。

▲
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ノ

新旧対照表（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例）

（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第4条職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年千葉市条例第44号）の一部を次

のように改正する。

今

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該

各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略） ．
a

●
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改正前 改正後

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

第1条・第2条 （略）

(減給の効果）

第3条減給は、 1日以上6月以下の期間、給料

の月額（法第22条の2第1項第1号に掲げる

職員については、報酬の額）の10分の1以下

に相当する額を、給与から減ずるものとする。

第4条・第5条 （略）

附則 （略）

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

第1条・第2条 （略）

(減給の効果）

第3条減給は、 1日以上6月以下の期間、給料

の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる
職員については、報酬の額）の10分の1以下

に相当する額を､給与から減ずるものとする｡

この場合において、その減ずる額が現に受ける

給料の月額の10分の1以下に相当する額を

超えるときは、当該額を給与から減ずるものと

する。

第4条・第5条 （略）

附則 （略）



今
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●

新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例）

第5条特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和31年千葉市条例第1

7号）の一部を次のように改正する。

へ

、

へ

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2． 3 （略）

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第12条暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並び

に旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1項第4号に規定する地方公務員法第22条の4第

1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

グ
ー
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改正前 改正後

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例

第1条 （略）

(対象）

第2条この条例の規定により報酬及び費用弁

償の支給を受ける者は、次のとおりとする。

（1）～（3） （略）

（4）前3号に掲げる者以外の非常勤の職員

(地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の5第1項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。以下「非常

動職員」 という｡）

2 （略）

第3条～第10条 （略）

附則 （略）

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例

第1条 （略）

(対象）

第2条この条例の規定により報酬及び費用弁

償の支給を受ける者は、次のとおりとする。

(1)～(3) (略）

（4）前3号に掲げる者以外の非常勤の職員

(地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第22条の4第1項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。以下「非常

勤職員l という6）

2 （略）

第3条～第10条 （略）

附則 （略）
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新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正）

第6条千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和37年千葉市条例第24号）の一部を次のよ

うに改正する。

職務の級が教育

2級である者

股職の任期付脂

関する条例（平

薙許〒冬偏I垂q

その属する職務の級が教育

職給料表の2級である者

_(千葉市一般職の任期付墹

員の採用に関する条例（平

戎17年千葉市条例第3

号｝篭ワ冬謹1垣の掃了缶に
．、~

63

改正前 改正後

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例

g1条～第18条 （略）

(特殊勤務手当の額）

宮19条 （略）

2 （略）

3地方公務員法第28条の4第1項又は第2

8条の5第1項の規定により採用された職員

で同項に規定する短時間勤務の職を占める毛

の の月額の特殊勤

務手当（第3条から前条までに規定する特殊勤

務手当のうち、その額が別表第2の規定により

月額で定められている特殊勤務手当をいう｡）

の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の錨

定により定められた特殊勤務手当の額に、勤渡
、

時間条例第2条第3項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第1項の規定によ

り定められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。

語20条～第23条 （略）

附則 （略）

;l1表第1

311表第2

区分

(略）

(1)～(20) (略）

支給額支給対

象細別

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例

箔1条～第18条 （略）

(特殊勤務手当の額）

窮19条 （略）

2 （略）

3 地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第22条の4第1項の規定により採用された

職員（別表第2第21項において「定年前再日

用短時間勤務職員」という｡)_の月額の特殊勇

務手当（第3条から前条までに規定する特殊勇

務手当のうち、その額が別表第2の規定により

月額で定められている特殊勤務手当をいう｡）

の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の好

定により定められた特殊勤務手当の額に、勤秒

時間条例第2条第3項の規定により定めらｵ’

たその者の勤務時間を同条第1項の規定によ

り定められた勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。

第20条～第23条 （略）

附則 （略）

引l表第1 （略）

うり表第2

区分

(1)～（20） （略）

支給額支給対
民

象細別



0

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該
各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

第13条暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）は、第6条の規定による改正後

の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例第19条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

（以下この条において同じ｡） とみなして、同条例の規定（第19条第3項を除く。）を適用す
る。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定によ

る改正後の千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。

■

ン
64

改正前 改正後

う学

級を

担当

する

職員

の特

殊勤

務手

当

⑳
’

～

里里

｜ ｜難糯癬聯
｜ ｜朧員｣ とし､う｡)を除く｡）

l lW需臂"） ,額 Ⅲ

備考(略）

(略）

う学

級を

担当

する

職員

の特

殊勤

務手

当

⑳
’

～

⑳
’

蕊
碁呼 基：

| |""に繕いて規則で“

備考(略）

(略）



新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第7条千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和39年千葉市条例第8号）の一部を

次のように改正する。

I

画上

～

凸
宣

､

夕

65

改正前 、 改正後

千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例

第1条． （略）

(勤務時間）

第2条 （略）

2 （略）

3 法第28条の4第1項又は第28条の5第

_]_里の規定により採用された職員重回垣匡湿

定する短時間勤務の職を占めるもの(以下｢皇

任用短時間勤務職員 」 という｡）の勤務

時間は、第1項の規定にかかわらず､休憩時間

を除き、 1週間について31時間を超えない

範囲内において、規則で定める。

4． （略）

〆

(週休日及び勤務時間の割振り）

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間

を割り振らない日をいう。以下同じ｡）とする。

ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等に

ついては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等

の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から

金曜日までの5日間において週休日を設ける

ものとし、 再任用短時間勤務職員 につ

いては、 日曜日及び土曜日に加えて月曜日か

ら金曜日までの5日間において週休日を設け

ることができる。

2任命権者は、 月曜日から金曜日までの5日

間において、規則で定めるところにより、勤務

時間を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、 1週間ごとの期間

について、 当該育児短時間勤務等の内容に従

い1日につきこの項本文の規定により定めら

『 尋千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例

第1条‘ （略）

(勤務時間）

第2条 （略）

2 （略）

3法第22条の4第1項
の規定により採用された職員

(以下「定

年前再任用短時間勤務職員｣ という．｡)の勤務

時間は､第.1項の規定にかかわらず､休憩時間

を除き、 1週間について31時間を超えない

範囲内において、規則で定める。

4 （略） ，

7

(週休日及び勤務時間の割振り）

第3条日曜日及び土曜日は､週休日（勤務時間

を割り振らない日をいう。以下同じc)とするc

ただし､任命権者は､育児短時間勤務職員等に

ついては､必要に応じ、当該育児短時間勤務等

の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から

金曜日までの5日間において週休日を設ける

ものとし、 定年前再任用短時間勤務職員につ

いては、 日曜日及び土曜日に加えて月曜日か

ら金曜日までの5日間において週休日を設け

ることができる。

2 任命権者は、 月曜日から金曜日までの5日

間において、規則で定めるところにより、勤務

時間を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、 1週間ごとの期間

について、 当該育児短時間勤務等の内容に従

い1日につきこの項本文の規定により定めら



■

凸

句、

も

I

66

改正前 改正後

れた勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を

割り振るものとし､､要任用短時間勤務職員

については、 1週間ごとの期間について、

規則で定めるところにより、勤務時間を割り

振るものとする ◎

(週休日及び勤務時間の割振りの特例）

第4条 （略）

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、規則で

定めるところにより、 4週間ごとの期間につ

き8日の週休日 （育児短時間勤務職員等にあ

っては8日以上で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日、再任用短時間勤務職員

にあっては8日以上の週休日）を設けな

ければならない｡ただし､職務の特殊性又は当

該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等

にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）に

より、4週間ごとの期間につき8日（育児短時

問勤務職員等及び再任用短時間勤務職員

にあっては、 8日以上）の週休日を設けるこ

とが困難である職員について、規則で定める

ところにより、 4週間を超えない期間につき

1週間当たり1日以上の割合で週休日 （育児

短時間勤務職員等にあっては、 4週間を超え

ない期間につき1週間当たり1日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休

日） ､を設ける場合には、 この限りでない。

第5条へ-第1 1条 （略）

(年次有給休暇）

第12条年次有給休暇は､一の年度（4月1日

から翌年3月31日までをいう。以下この条

において同じ｡）ごとにおける休暇とし、その

日数は、一の年度において、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数

とする 。

れた勤務時間を超えない範囲内で勤務時間を

割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務

職員については、 1週間ごとの期間について、

規則で定めるところにより、勤務時間を割り

振るものとす~る。

(週休日及び勤務時間の割振りの特例）

第4条 （略）

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には､規則で

定めるところにより、 4週間ごとの期間につ

き8日の週休日 （育児短時間勤務職員等にあ

っては8日以上で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務

職員にあっては8日以上の週休日）を設けな

ければならない。ただし､職務の特殊性又は当

該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等

にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）に

より、4週間ごとの期間につき8日（育児短時

間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職

員にあっては、8日以上）の週休口を設けるこ

とが困難である職員について、規則で定める

ところにより、 4週間を超えない期間につき

1週間当たり 1日以上の割合で週休日 （育児

短時間勤務職員等にあっては、 4週間を超え

ない期間につき1週間当たり1日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休

日）を設ける場合には、 この限りでない。

第5条～第1 1条 （略）

(年次有給休暇）

第12条年次有給休暇は、一の年度(4月1日

から翌年3月31日までをいう。以下この条

において同じ｡）ごとにおける休暇とし、その

日数は、一の年度において、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、 当該各号に掲げる･日数

とする 0



I

戸

I

凸

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該

各号に定める日から施行する｡

(1) ･ (2) (略）

2 ． 3 （略）

（千葉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置) ・

第14条 1暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の千葉市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例

の規定を適用する。

1

ノ

67

改正前 改正後

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の

職員 20日 （育児短時間勤務職員等及び

再任用短時間勤務職員 にあっては、

その者の勤務時間等を考慮し20日を超え

ない範囲内で規則で定める日数）

（2） ． （3） （略）

2 ‐ 3 （略）

第13条~第15条 (略)

(介護時間）

第15条の2 （略） 』

2 介護時間の時間は、次の各号のいずれかに

掲げる時間とする。

(1） （略）

(2） 前項に規定する期間内において、 1日

につき5時間を超えず、かつ、 1週間につき

10時間（再任用短時間勤務職員及び育児

短時間勤務職員等 にあっては、 10

時間に1週間の勤務日の日数を5日で除し

て得た数を乗じて得た時間）を超えない範

囲内で必要と認められる時間

3 （略）

第16条～第19条 （略）

附則 （略）

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の

職員 20日 （育児短時間勤務職員等及び

定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

その者の勤務時間等を考慮し20日を超え

ない範囲内で規則で定める日数)，

（2） ． （3） （略）

2． 3 （略）

第13条～第15条 （略）

(介護時間）

知日

第15条の2 （略）

2 介護時間の時間は、次の各号のいずれかに

掲げる時間とする。

（1） （略）

(2） 前項に規定する期間内において、 1日

につき5時間を超えず、かつ、 1週間につき

10時間（盲児短時間勤務職員等及び定年

前再任用短時間勤務職員にあっては、 10

時間に1週間の勤務日の日数を5，日で除し

て得た数を乗じて得た時間）を超えない範

囲内で必要と認められる時間

3 （略）

第16条～第19条 （略）

附則 （略）



ノ

L

1

b
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新旧対照表（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例）

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正）

第8条外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成元年千葉市

条例第19号）の一部を次のように改正する。

、

Q

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該

各号に定める日から施行する。

69

改正前 改正後 、

外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る職員の処遇等に関する条例

第1条 （略）

(職員の派遣）

第2条 （略）

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職

貝は、次に掲げる職員とする。

（1）～（3） （略）

（4）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和5

9年千葉市条例第4号

）第4条第1項の規定により且Iき続いて

勤務させることとされ、又は同条第2項の規定

により期限を延長することとされている職員

(新設）

（5）地方公務員法第28条第2項各号の二E

掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号の一に 掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第『35条に規定する法律又は条例の特別

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

第3条～第9条 （略）

附則 （略）

外国の地方公共団体の機関等に派遣され

る職員の処遇等に関する条例

第1条 （略）

(職員の派遣）

第2条 （略）

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

(1.）～（3） （略）

（4）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和5

9年千葉市条例第4号。以下「定年条例」とい

豆旦）第4条第1項の規定により引き続き

勤務させることとされ、又は同条第2項の規定

により期限を延長することとされている職員

（5）定年条例第9条の規定により異動期間（同

条の規定により延長された期間を含む｡）を延

長された管理監督職を占める職員

（6）地方公務員法第28条第2項各号のいずれ
P

かに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第35条に規定する法律又は条例の特別

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

第3条～第9条 （略）

附則 （略）



(1) ． (2)

2 ． 3 （略）

(略）

1

心

"
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新旧対照表（千葉市職員の旅費等に関する条例）

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正）

第9条千葉市職員の旅費等に関する条例（平成2年千葉市条例第31号）の一部を次のように

改正する。

B

｡

■

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該

各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市職員の旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

71
'八

改正前 改正後

千葉市職員の旅費等に関する条例

91条～第27条 （略）

附則 （略）

|ﾘ表第1

T
(略）

蒲考

（略）

1 教育職給料表2級の職務の級にある者0

うち、地方公務員法第28条の4第1項、 胃

28条の5第1項又は第28条の6第1唖

若しくは第2項の規定により採用された君

にあっては、この表の規定にかかわらず、 『

表の2等級に該当する者に支給される旅諺

と同一の種類及び額とする。

2 （略）

別表第2 （略）

(略） (略） (略） (略）

千葉市職員の旅費等に関する条例

宮1条～第27条 （略）

附則 （略）

)ll表第1

等級

｜
崎
一

備考

食卓

料

夜
つ

０
に
圭、
ごノ

（略）

1 教育職給料表2級の職務の級にある者'

うち、地方公務員法茅22条の4第1項

の規定により採用された茎

にあっては、この表の規定にかかわらず、 『

表の・2等級に該当する者に支給される旅碧

と同一の種類及び額と~する。

2 （略）

3ﾘ表第2 （略）

区分 賃
キ
メ
ト
に

車
０
ロ
ー
ル

つき）

日当

(1日

につ

式"、
。ノ

宿泊

料

(1夜

につ

き）

(略） (略） (略） (略）



第15条暫定再任用職員は、第9条の規定による改正後の千葉市職員の旅費等に関する条例別
4

表第1備考第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者とみ
なして、同条例の規定を適用する。

h

、
６
グ
ー
、

争

汀

､

ーアヘ

ノェ



新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の－部を改正する条例）

（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第10条千葉市職員の育児休業等に関する条例（平成4年千葉市条例第2号）の一部を次のように改

正する。

虹

幸
『
品

プ

つつ

ノコ

改正前 改正後

干葉市職員の育児休業等に関する条例

第1条（略）

(育児休業をすることができない職員）

第2条育児休業法第2条第1項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

（1） （略）

「

（2）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和

59年千葉市条例第4号

）第4条第1項又は第2項の規

定により引き続いて勤務している職員

(新設） ．

(3） （略）

第2条の2～第9条（略）

(育児短時間勤務をすることができない職員）

第10条育児休業法第10条第1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) ． (2) (略）

(新設）

第1 1条～第17条（略）

(部分休業をすることができない職員）

第18条育児休業法第19条第1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1 ） （略）

ﾛ

千葉市職員の育児休業等に関する条例

第1条（略）

(育児休業をすることができない職員）

第2条育児休業法第2条第1項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

(1） （略）

（2）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和

59年千葉市条例第4号。以下「定年条

例」という｡）第4条第1項又は第2項の規

定により引き続き勤務している職員

（3）定年条例第9条の規定により異動期間

（同条の規定により延長された期間を含

む。第10条第3号において同じ｡）を延長

された管理監督職を占める職員

(4） （略）

第2条の2～第9条（略）

(育児短時間勤務をすることができない職員）

第10条育児休業法第10条第1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

（1） ． （2） （略）

（3）定年条例第9条の規定により異動期間を延

長された管理監督職を占める職員

第1 1条～第17条（略）

(部分休業をすることができない職員）

第18条育児休業法第19条第1項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1） （略）
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（2）勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を

考慮して規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員（要任用短時間勤務職員

‘ （3） （略）

(部分休業等の承認）

を除く。）

第19条部分休業（育児休業法第19条第1項

に規定する部分休業をいう。次項において同

じ｡）の承認は､正規の勤務時間(非常勤職員(再

任用短時間勤務職員 を除く。以下この条

において同じ｡）にあっては、当該非常勤職員に

ついて定められた正規の勤務時間）の始め又は

終わりにおいて、 15分を単位として行うもの

とする。

2 ． 3 （略）

第20条育児休業法第19条第1項の規定に

よる承認のほか、任命権者は、職員（非常勤職

員(再任用短時間勤務職員 を除く｡）を除

く。以下この条において同じ｡）が請求した場合

において、公務の運営に支障がないと認めると

きは、当該職員がその9歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある子を養育する

ため勤務時間の一部（1日につき5時間を超え

ない範囲内の時間に限り、かつ、 1週間につき

10時間（再任用短時間勤務職員 にあっ

ては、 10時間に1週間の勤務日の日数を5日

で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間に限る｡）について勤務しないこ

とを承認することができる。

2第18条及び前条第1項の規定は、前項に規

定する承認について準用し、前条第2項の規定

は、前項に規定する職員が生後1年に達しない

子の保育を行う場合又は勤務時間条例第15

条の2第2項第2号の規定による介護時間の

承認を受けて勤務しない場合に準用する。この

場合において、前条第2項中「1日につき2時

（2）勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を

考慮して規則で定める非常勤職員以外の非

常勤職員（弛方公務員法第22条の4第1項

の規定により採用された職員（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という｡）を除く。）

(3） （略）

(部分休業等の承認） ‐‐
痘一

第19条部分休業（育児休業法第19条第1項

に規定する部分休業をいう。次項において同

じ｡）の承認は､正規の勤務時間(非常勤職員(定

年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条

において同じ｡）にあっては、当該非常勤職員に

ついて定められた正規の勤務時間）の始め又は

終わりにおいて、 15分を単位として行うもの

とする。

2． 3 （略）

第20条育児休業法第19条第1項の規定に

よる承認のほか、任命権者は、職員（非常勤職

員(定年前再任用短時間勤務職員を除く｡）を除

く。以下この条において同じ｡）が請求した場合

において、公務の運営に支障がないと認めると

きは、当該職員がその9歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある子を養育する

ため勤務時間の一部（1日につき5時間を超え

ない範囲内の時間に限り、かつ、 1週間につき

10時間（圭年前再任用短時間勤務職員にあっ

ては、 10時間に1週間の勤務日の日数を5日

で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間に限る｡）について勤務しないこ

とを承認することができる。

2 第18条及び前条第1項の規定は、前項に規

定する承認について準用し、前条第2項の規定

は、前項に規定する職員が生後1年に達しない

子の保育を行う場合又は勤務時間条例第15

条の2第2項第2号の規定による介護時間の

承認を受けて勤務しない場合に準用する。この

場合において、前条第2項中「1日につき2 時
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備考改正箇所は、下線が引かれた部分である｡-へ

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただ.し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第16条暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の千葉市職員の育児休業等に関

する条例第18条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用す

る。

告
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問から当該特別休暇又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間」 とあるのは「1日に

つき5時間を超えない範囲内の時間からl日当

たりの当該特別休暇又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間、かつ、 1週間につき

10時間（再任用短時間勤務職員 にあっ

ては、 10時間に1週間の勤務日の日数を5日

で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間から1週間当たりの当該特別休

暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間」 と読み替えるものとする。

第21条～第24条（略）

附則 （略）

間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間」 とあるのは「i日に

つき5時間を超えない範囲内の時間からl日当

たりの当該特別休暇又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間、かつ、 1週間につき

10時間（童年前再任用短時間勤務職員にあっ

ては、 10時間に1週間の勤務日の日数を5日

で除して得た数を乗じて得た時間）を超えない

範囲内の時間から1週間当たりの当該特別休

暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しな

い時間」 と読み替えるものとする。

第21条～第24条（略）

附則 （略）
9
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新旧対照表（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例）

（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第1 1条千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年千葉市条例第45号）

の一部を吹のように改正する。

■

↑
．
一
ユ

■

ワヮ
ノノ

改正前 改正後

千葉市公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例

第1条 （略）

(職員の派遣）

第2条 （略）

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

（1）臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員（地方公務員法

(昭和25年法律第261号）第28条の4第

1項、第28条の5第1項又は第28条の6第

1項若しくは第2項の規定により採用された

職員を除く。 ）

（2）非常勤職員（地方公務員法第28条の4第

一
一

時間勤務の職を占めるものを除く。）

（3）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和5

9年千葉市条例第4号

）第4条第1項の規定によ り引き続いて勤

務させることとされ、又は同条第2項の規定に

より期限を延長することとされている職員

(新設）

（4）地方公務員法第28条第2項各号のここ

掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号の－に 掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第35条に規定する法律又は条例の特別

千葉市公益的法人等への職員の派遣等に

関する条例

第1条 （略）

(職員の派遣）

第2条 （略）

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

（1）臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される職員（地方公務員法

(昭和25年法律第261号)第22条の4第

ユ里

職員を除く。 ）

の規定により採用された

（2）非常勤職員（地方公務員法菟22条の4第

1項の規定により採用された職員

を除く。）

（3）千葉市職員の定年等に関する条例（昭和5

9年千葉市条例第4号。以下「定年条例」とい

垂）第4条第1項の規定により引き続き勤

務させることとされ、又は同条第2項の規定に

より期限を延長することとされている職員

（4）定年条例第9条の規定により異動期間（同

・

一
一

督職を占める職員

(5)地方公務員法第28条第2項各号のLi壷辿

かに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第3 5条に規定する法律又は条例の特別



で
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↓

△

●

首
も附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第17条暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）は、第11条の規定による改正

後の千葉市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公

務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。

78

改正前 改正後

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

3 （略）

第3条～第10条 （略）

(法第10条第1項に規定する条例で定める

職員）

第11条法第10条第1項に規定する条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

（1）～（3） （略）

（4）千葉市職員の定年等に関する条例第4条第

1項の規定により引き続いて勤務させること

とされ、又は同条第2項の規定により期限を延

長することとされている職員

(新設）

（5）地方公務員法第28条第2項各号の一に－

掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号の一に 掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第35条に規定する法律又は条例の特別

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

第12条～第19条 （略）

附則 （略）

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

3 （略）

第3条～第10条 （略）

(法第10条第1項に規定する条例で定める

職員）

第1 1条法第10条第1項に規定する条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1)～(3) (略）

（4）産年条例 第4条第

1項の規定により且|き続き勤務させること

とされ、又は同条第2項の規定により期限を延

長することとされている職員_（5）定年条例第

9条の規定により異動期間を延長された管理

監督職を占める職員 “

型_地方公務員法第28条第2項各号のいずれ

かに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同

法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事

由に該当して停職にされている職員その他の

同法第35条に規定する法律又は条例の特別

の定めに基づき職務に専念する義務を免除さ

れている職員

第12条～第19条 （略）

附則 （略）



暫定再任用短時間勤務職員は、第l l条の規定による改正後の千葉市公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例第2条第2項第1号又は第2号に規定する地方公務員法第22条の4第

2

1項の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。
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新旧対照表（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例）
ノ

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第12条千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年千葉市条例第4号）

の一部を次のように改正する．

Ｑ
”
尚
亭
６

｡

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附則

（施行期日等）

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

（1） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第18条暫定再任用短時間勤務職員は、第1 2条の規定による改正後の千葉市人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例第3条に規定す~る地方公務員法第22条の4第1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用するc

⑯

■

一

一

望

藍

画

』

81

改正前 改正後

千葉市人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例

第1条・第2条 （略）

(任命権者の報告事項） 、

第3条前条の規定により人事行政の運営の状

況に関し、任命権者が報告しなければならない

事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（法第28条の5第1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員及び法第22条の

2第1項第2号に掲げる職員を除く。 ）を除く。

以下同じ。 ）に係る次に掲げる事項とする。

（1）～（11） （略）

第4条～第8条 （略）

附則 （略）

千葉市人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例

第1条・第2条 （略)，

(任命権者の報告事項）

第3条前条の規定により人事行政の運営の状

況に関し、任命権者が報告しなければならない

事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非

常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員及び法第22条の

2第1項第2号に掲げる職員を除く。 ）を除く。

以下同じ。 ）に係る次に掲げる事項とする。

（1）～（1 1） （略）

第4条～第8条 （略）

附則 （略）
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新旧対照表（千葉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例）

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正）

第14条千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和46年千葉市条例第73号）

の一部を次のよう:こ改正する。

虹
告
｝
０

今
画
毎
』
〃
吃

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。

83

改正前 改正後

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関

する条例

第1条 （略）

(定義）

第2条この条例において「教育職員」 とは、小

学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校の職員であって、校長、副校長、教

頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助

教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者又は地

方公務員法第28条の5第1項に規定する短

時間勤務の職を占める者に限る｡）及び実習助

手の職にあるものをいう。

第3条～第6条 （略）

附則

1 ･ 2 (略）

(新設）

千葉市教育職員の給与等の特別措置に関

する条例

第1条 （略）

(定義）

第2条この条例において「教育職員」 とは、 ノl、

学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校の職員であって、校長、副校長、教

頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助

教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者又は地

方公務員法第22条の4第1項に規定する短

時間勤務の職を占める者に限る｡）及び実習助

手の職にあるものをいう。

第3条～第6条 （略）

附則 （略）

1 ･ 2 (略）

1

.3給与条例附則第17項（同条例附則第18項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下同じ。 ）の規定の適用を受ける職員の教職

調整額については、第3条第1項の規定にかか

わらず、当分の間、給与条例附則第17項の規

定により算出された額の100分の4に相当

する額を支給する。

4 給与条例附則第21項から第24項までの

規定による給料を支給される職員の教職調整

額については、第3条第T項及び前項の規定に

かかわらず、当分の間、給与条例附則第17項

の規定により算出された額と給与条例附則第

21項から第24項までの規定による給料の

額との合計額の100分の4に相当する額を

吉蛤する~



附則

（施行期日等）

第］条この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 当該
各号に定める日から施行する。

（.］ ） ． （2） （略）

2 ． 3 （略）

（千葉市教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第20条暫定再任用短時間勤務職員は、第14条の規定による改正後の千葉市教育職員の給与

等の特別措置に関する条例第2条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時
串
『
ん
寺
‐
？

間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。
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議案第35号関係

参考資料
（

千葉市立小学校設置条例の一部改正について

1 改正の趣旨

子どもたちのよりよい教育環境の整備と教育の質の充実を目的とした学校適正配置に

より、統合校を設置するため、所要の改正を行うものである。

2統合校の概要今
催
、
』
。

3施行期日

令和5年4月1日
」
』

一
己

85

統合後 統合前

名称 位置

学校規模

㈱榔寺R5.4. 1

予泡

の 名称

学校規模

(R4.5. 1現在）

千葉市立

花島小学校

、

､

､

千葉市立

花島小学校の位置

(千葉市花見川区

花見川8番1号）

学級数： 8

児童数： 182

(特別支援学級

2学級含む）

※特別支援学級

新1年生を除く

千葉市立

花島小学校

千葉市立

花見川第三小学校

学級数： 8

児童数： 138

(特別支援学級

2学級含む）

学級数： 6

児童数： 54

(特別支援学級

2学級含む）
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新旧対照表（千葉市立小学校設置条例の一部を改正する条例）

千葉市立'1,学校設置条例（昭和39年千葉市条例第15号）の一部を次のように改正する。

卜

喝
』
．
『
■

備考改正箇所は、下線が引かれた部分である。
少

附則 f

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

､

５
－
配
一
ｂ

、

1

87
I

改正前 改正後

窓1条（略）

(名称等）

宮2条市立小学校の名称及び位置は、次のと主

りとする。

名称

千葉市立新宿小学校

～千葉市立こてはし

台小学校

千葉市立花見川第三

小蓉

附則（略）

位置

(略）

千葉市花見JII区花見川1番

L量

第1条（略）

(名称等）

第2条市立小学校の名称及び位置は、次のとキ

りとする。

、 附則（略）



令

づ

み‐

■

‐

、

9

ロ

ー

凸

つ

・

■

88



薙窯第36号間係

関係資料

工事請負契約について（旧千葉市立千城台南小学校解体工事）

旧千葉市立千城台南小学校は、千葉市学校適正配置実施方針に基づき、 旧千城台旭小、

旧千城台南小が、 旧千城台旭小を統合場所とし、千葉市立千城台みらい小学校として

令和3年4月に統合されたことにより、学校跡施設となった。

本件は、令和3年12月の政策会議にて「千城台地区学校跡施設の活用方針について

（方針決定)」が方針決定されたことに伴い、 2か年継続事業で校舎・屋内運動場・その他

、
１
１
ゴ

施設の解体工事を行う．ものでありますb

1 工事名称 旧千葉市立千城台南小学校解体工事

2施工場所 千葉市若葉区千城台南1丁目19番1号

3工事撮要

旧千葉市立千城台南小学校における校舎等の解体工事（基礎杭引抜を含む）

<令和4年度~令和5年度の2か年継続事業>

（1）校舎棟 構造・規模鉄筋コンクリート造2階建． 3階建

延床面積 4， 791㎡

（2）屋内運動場 構造・規模鉄骨造2階建

延床面積 801㎡

（3）その他怖鐇 プール、体育倉庫、外構施設等

4契約方法 制限付一般競争入札（総合評価落札方式）

5落札金額 368， 500， 000円（消費税含む）

(予定価格382, 349, 000円 落札率96． 37％）

6工 期 契約締結日の翌日から令和5年12月24日まで

7請負者 シンコー．鵜沢建設共同企業体（千葉市中央区松ケ丘町20番地4）

代表者シンコー株式会社（千葉市中央区松ケ丘町20番地4）

構成員鵜沢建設株式会社（千葉市若葉区千城台西IT目38番1号）
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位 置 図
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工事場所千葉市若葉区干城台南1丁目19番1号
8

1

’

〈

I

〆

､

90
I



置 図配
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